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I.調 査の背景 ・組立と調査地域

1.調 査の背景と調査目的

(1)調 査の背景

ツキノワグマ (E/朋パ r/2わ夕″ルパ )は 、日本を代表する大型森林性動物であり、その保

護と管理は日本の野生生物保護管理の上で重要な位置をしめる。ツキノワグマは、環境庁

が調査検討を進めてきた 「日本の絶滅のおそれのある野生生物」 (緊急に保護を要する動

植物の種の選定調査 ;日本版ナショナルレッドデ
ータブック)に おいて、紀伊半島、東中

国山地、西中国地域、四国山地、および九州の地域個体群が、 「保護に留意すべき地域4田

体群Jに リステイングされた (環境庁編、1991)。 しかし、ツキノワグマは、狩猟獣とし

て年平均約960頭 (1980-89年平均)が 狩猟によって捕獲され、さらに、有害獣駆除捕獲で

によって狩猟捕獲より多い約1、180頭 (1980-89年平均)が 年間に捕獲され、1980年代平均

として計2,140頭近くが全国で年間に捕獲 ・駆除されてきた (鳥獣関係統計による)。 ツキ

ノワグマの年間の有害駆除捕獲数 (全国合計)は 、昭和30年代 (1955-65年)約 630頭、昭

和40年代 (1965-74年)約 1,390頭、昭和50年代 (1975-84年)約 1,550頭と増加 してきた。

西日本の個体群が、保護に留意すべき地域イ団体群に選定される
一方で、有害駆除捕獲が多

いのは、ツキノワグマによる人身被害と農林作物被害が
一部地域では深刻な問題となって

いることが背景にある。ツキノワグマによる人身被害は、1979-88年の10年間で死亡者が

9名、負傷者が 182名に達 している。ツキノワグマによる林産物被害は、針葉樹植林地の

樹皮はぎ被害が年間400-1,200haに及ぶとされる (Watanabe、1978)。また、果樹
・養蜂

被害が西中国地域などで多く (米口、1990)、ツキノワグマによる養蜂箱被害は平成 3年

(1991年)で 年間約3,100箱、金額で約7,400万円に達する (日本養蜂はちみつ協会、1993)。

このような、ツキノワグマをめぐる動きを受けて、1971年に環境庁が発足し、鳥獣の保護

管理行政が林野庁から環境庁に移管された後、環境庁と都道府県では表 I-1に 示すよう

な保護管理施策や調査 ・研究を行ってきた。また、クマ類の基礎研究として環境庁は表 I

-2に 示すような全国レベルの調査 ・研究を進めてきた。ツキノワグマの保護と管理のた

めには、人身被害 ・農林産物被害防除と保護対策の調整のため、捕殺のみに依存するので

なく、被害発生機序の解明を含めた総合的な被害防止手法
・技術の開発が求められている。



表 ITl ツ キノワグマの保護管理に関する主要施策および調査研究

容内年

1 9 7 1年 (S46)

1 9 7 5年 (S50)

1 9 7 9年 (S54)

1 9 8 0年

～1984年

1983年 (S58)

1 9 8 5年

～1989年

1986年 (S61)

1 9 8 7年 (S62)

1 9 8 9年 (Hl)

1 9 9 0年～

1 9 9 1 年( H 3 )

1 9 9 1年 (H3)

1 9 9 2 3巨 ( H  4 )

1992年 (H4)

1992～ 1994年

1 9 9 4 4千 ( H  6 )

環境庁発足にともない烏獣行政は農林省 (林野庁)か ら環境庁へ移管。

ワナ猟に関する環境庁通達 ;大型獣捕獲における危険なワナ使用禁止。

狩猟免許試験制度、狩猟者登録制度の導入。

「森林環境の変化と大型野生動物の生息動態に関する基礎的研究」実

施 (環境庁)

猟期のオリによるクマ捕獲禁止 (環境庁告示、第55号)。

「人間活動との共存を目指した野生鳥獣の保護管理に関する研究」実

施 (環境庁)

高知県でツキノワグマの狩猟による捕獲禁止。

徳島県でツキノワグマの狩猟による捕獲禁止。

熊本県、大分県、宮崎県でツキノワグマの狩猟による捕獲禁止。

「野生鳥獣による農林産物被害防止等を目的とした個体群管理手法及

び防止技術に関する研究」 (本研究)実 施 (環境庁)

「日本の絶滅のおそれのある野生動物―レッドデータブックー」発行。

ツキノワグマについては、紀伊半島、東中国山地、西中国山地、四国

山地、九州の 5つ の地域を 「特に保護に留意すべき個体群」に選定。

「ツキノワグマ保護管理検討会」設置 (環境庁)、 ユニット別保護管

理体制の提案。

クマ猟でのくくリワナの禁止 (環境庁告示)

「平成 4年 度クマ類の生息実態緊急調査」実施 (環境庁)。

大日本猟友会によるクマ猟の自主規制実施

ツキノワグマの 5年 間捕獲禁止 (九州、四国、西中国、紀伊半島の各

県 (環境庁告示)

「ツキノワグマ保護管理方策検討会」設置 (環境庁)1994年 (H6)



表 I-2 ツ キノワグマ ・ヒグマの保護管理に関する環境庁関連調査研究の流れ

調 査  名 1 調査期間 1調査地 主要成果

■第 2回 自然環境保全基礎調査

■森林環境の変化と大型野生動

物の生息動態に関する基礎的

研究

■人間活動との共存を目指 した

野生鳥獣の保護管理に関する

研究

■野生鳥獣による農林産物被害

防止等を目的とした価体管理

手法及び防止技術に関する研

究

■平成 4年 度クマ類の生息実態

等緊急調査

1977 (S52)

1980 (S55)

～1 9 8 4 ( S 5 9 )

1985(S60)

～1 9 8 9 ( H l )

1 9 9 0 ( B 2 )

ハ▼1994(H 2 )

1992 (14)

全国

日光、

白山、

静岡

秋田、

西中国

紀伊、

四国

秋田、

西中国

全国 8

地域

5 km分布図作成
-1.ラジオ トラッキング手法試

み、季節移動(日光、自由)

-2,栄養診断 ・状態の季節変化

-3.オ ス繁殖(精子活性)

野外調査基礎手法開発

-1.西 中国、紀伊、四国の生息

状況分析 (ツキ/ワタ
｀
マ)

-2,ヒ グマの生息状況分析
-3.多 数イ団体のラジオ トラキン

グ (秋田ツキノワタ
｀
マ)(イ 団体

関係、年変動、越冬穴)

-4.ヒ グマのラン
｀
オトカキンタ
｀
試み

ラジオ トラッキング実用

化 ・個体群衰退地域分析

- 1 .堅 果類結実と個体群の関連

-2.非 捕殺的被害防止技術開発

(奥山放獣、電気柵、超音波)

-3.捕獲個体分析事例整理

(食性、年齢構成 )

防除方法基礎技術開発

堅果類測定の定量化

-1 .ツキノワク
Sマ
孤立分布域分析

-2 .佃体群 レベルわけ

孤立分布域の比較 ・保護

管理対策優先度分析

- 3 -



(2)調 査目的

本研究は、ツキノワグマを取り巻く上記のような被害防止と個体群維持の両立を求める

必要性を受けて、被害発生の原因としてのツキノワグマの行動生態、特に人家 ・農地に近

い里山への出没要因の解明と、里山への出没を原因とした被害の防止対策法開発のための

基礎研究を目的として調査研究を進めた。調査期間は、平成 2年 度 (1990年)か ら平成 6

年度 (1994年)ま での 5ヶ 年間である。

2.調 査の社立と調査地域

(1)調 査の組立

ツキノワグマの地域個体群の維持と、ツキノワグマによる人身 ・農林産物の被害防止の

両立を目指した本研究では、ツキノワグマの里山出没が被害発生の要因となっていること

に注目して、里山出没の実態調査と要因解明に焦点を当てて調査を組み立てた。堅果類の

結実状況の年変動と結実の季節性が、里山出没の年変化と出没時期の季節性に影響 してい

るとの仮説のもとに、結実量の定量的測定についてまず検討し、さらに結実量と個体の移

動の関連を生態 。テレメトリー調査と関連づけて調査した。また、ある地域の堅果類の結

実状況は,有 害駆除あるいは狩猟によるツキノワグマ捕獲数と関連することが考えられた

ため、全国のさまざまな地域から入手した堅果類の毎年の結実指数と、ツキノワグマ捕獲

数の年変動との対応に注目した分析を行った。さらに、個体群のモニタリングの観点から、

捕獲個体の分析方法とその事例について整理 した。図 I-1に 、 5年 間 (1990-94年度)

の研究の流れとして、研究項目相互の関連を調査フロー図として示した。      ｀

具体的な研究項目としては、次の 6項 目を取り上げた。

-1.基礎資料収集 :ツキノワグマの里山出没の実態調査を目的として、秋田と広島

地域において、捕獲地点、分布情報の動向と、捕獲地点等の環境について資

料を収集 。分析 した (■章)。

基礎調査 :次の堅果類の結実状況調査との関連で、堅果類の全国の結実記録と

捕獲数記録を収集し、両者の関連を調査分析した くIV章)。

捕獲個体の分析 :ツキノワグマ個体群動向のモニタリングや、食性分析を目的

とした捕獲個体の収集、分析事例を整理した (Ⅲ章)。

堅果類結実測定 ;ツキノワグマのエサ資源量としての堅果類結実量の定量的測

定法の開発を行い、さらに秋田と広島地域で定期的に結実量を測定した くIV章)

-4.

- 4 -



- 5 .テ レメ トリー及び生懸調査 :ツキノワグマの価体群管理
・被害防止技術の基礎

資料として、里山出没に注目したツキノワグマの生態調査を目的とした、テ

レメ トリー ・生態調査を行なった (V章 )。

-6.被 害防止技術開発 :ツキノワグマによる農林産物被害防止技術の確立が、ツキ

ノワグマの駆除個体数の削減 ・イ団体群保全にとって重要であるため、1.～4.

の調査項 目と連携させた、被害防止装置の開発実験を行った (Ⅵ章)。

堅果植物結実量測定の

定量化 ・定期測定

捕獲4団体の分析 (食性
・年齢構成・栄養状態)

1 .堅果類供給量と個

体群動向 ・里山接

近の関連分析

2.堅果類結実測定と

里山接近の予測

3.非捕殺的手段によ

る被害防除方法の

開発 (接近警報 ・

電気柵 ・超音波)

4.捕獲個体分析の整

理

里山接近時のテレメ ト

リー警報システム ・そ

の他被害防止装置開発

季節的移動に注 目した

テレメ トリー調査

(調査成果)

堅果植物の結実変動と

里山接近行動の関連の

実証的調査

! . …
)

堅果類の結実との関連に注目したクマ類の個体群管理手法と

被害防止技術に関する研究作業フロー図 (1990-94年度研究)



( 2 )調 査地域

調査は、基礎資料収集、基礎調査、捕獲個体の分析については全国を対象 とした。堅果

類の結実調査とテ レメ トリー及び生態調査は、秋田地域と広島地域で行った。被害防除技

術の開発は広島地域で行った。調査項 目、H~ E査年度、調査地域の対応について図 I- 2に

整理 した。また、主な調査地域とした秋田県と広島県域の、ツキノワグマ生息地としての

森林環境の概要を、人工林状況の変化に注目して表 I- 3に 整理 した。

一一  調 査実施期間

の

動

研究項 目＼ 調査年度 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年十 備  考

1 .基礎資料収集

2.基礎調査

3.捕獲個体分析

4.堅果類結実量

測定

5 .季節的移動に注目

したテレメ トリー

及び生態調査

6.被害防止装置

開発

秋田

秋田

秋田 ・

広島

広島

広 島

(全国 事例分

一１

里山接近記録

整理 ・分析

析 )

堅果類結実 と捕獲

向、結実測定

接近警報装置、電

柵、超音波

秋 田 地域

広島 地域

広島

図 I-2 調 査項 目と調査年度 ・調査地域の対応



表 I-3 調 査地域の森林環境の概要
1)

済肇2) 項  目 ! 9 6 0年 1970年 1 9 8 0年 1990年

秋 田

広島

全 国

2 1 4 . 5

2 8 . 9

4 . 8

7 7 . 1

1 2 . 9

4 . 8

6 1 6 1 . 9

26.4

5 . 1

1 2 2 . 7

2 0 . 5

8 . 5

7695.1

32.9

9 . 8

357,9

44.1

1 5 . 4

1 5 8 . 4

2 6 . 2
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１

1)林業センサスその他林野庁資料から作成した

2)各地域の面積等資料 (1980年)

秋田:県 域  1161千 ha 広 島;県 域  847千 ha

樹林地 814千ha    樹 林地 603千ha

3)人工林面積/樹 林地面積

全国;面 積  37780千 ha

樹林地 23829千ha
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工.里 山接近記録の整理 ・分析

秋田県におけるツキノワグマ捕獲地点分布調査

1)は じめに

秋田県では、1980年代には狩猟で年平均20頭、有害駆除で100頭、計120頭前後のツキノ

ワグマが捕獲された (鳥獣関係統計より算出)。 ただし、1986年には狩猟で15頭、有害鳥

獣駆除で400頭と平年の3倍以上のクマが捕獲された。生態 ・テレメトリ
ー調査から、この

年ツキノワグマの夏から秋の行動圏が他の年より大きく (米国、1990)、秋期には貧栄養

状態の個体が多かったことが報告されている (米田 ・藤岡、1990)。また、1986年秋には

低標高地で若齢個体が多く捕獲され (米田ら、1990)、1986-87年の冬期の冬眠穴観察によ

るメス成獣個体の出産調査では、出産は6頭中0頭であった (米田、1990)。198687年の繁

殖低下、里山での多数捕獲には、ブナ、クリなどの堅果類の不作が関与 したことが推定さ

れる。また、堅果類の結実状況がよくなかった1991年にも他の年に比べて低標高地でそし

て耕作地で多く捕獲される傾向にあった。

( 2 )調 査方法

1)捕 獲地点情報

秋田県では19 7 7年 (昭和52年)以 来、ツキノワグマの捕獲地点が3 k mメッシュ (鳥獣保

護区等位置図を南北3 k mの区画線で区切 り、各区画に番号を割 り当てた秋田県独自のメッ

シュ図 :全県で1, 4 1 5メッシュ)で 記録調査されている。今回は、秋田県林務部林政課より

提供 していただいたデータを基に、19 8 0 1 9 9 3年 (ただ し、19 8 2 1 9 8 4年の3年間については

今回は調査 していない)に ついて、捕獲地点を図化 し毎年の捕獲地点環境分析の材料とし

た。

2)標 高 ・植生メッシュデータの作成

捕獲地点の標高、植生を分析するため、上記のように作成されている3- k mメッシュに対

応 した標高と植生メッシュデータを作成 した。標高は、1/ 5 0万地形図に3 k mメッシュ図を

重ね、標高20 0 m以下、20 0 - 6 0 0 m、6 0 0 1 , 0 0 0 m、1 , 0 0 0 m以上の4つの標高区分で最大面積法で

- 9 -
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捕

獲

数

各メッシュの標高区分データを作成した。植生は、1/5 0万秋田県植生図 (文化庁、197 0 )

に3- k mメッシュ図を重ね、標高と同じように最大面積法で植生区分デ
ータを作成 した。

( 3 )結 果と考察

1)ツ キノワグマ捕獲数と捕獲地点情報捕捉率

秋田県における1970年か ら1992年までのツキノワグマの捕獲数を、狩猟捕獲 と有害駆除

捕獲別に図Ⅱ
-1に 示 した。この23年の間に狩猟t・有害捕獲を合せた捕獲数が多い年は、

1986年の415頭、 1979年の290頭であった。1970年か ら1985年にかけて、捕獲数は100頭か ら

200頭へ徐々に増加する傾向にあったが、1986年を過ぎてか らは約100頭の レベルで横這い

状態である。また、1980年以降の狩猟と有害駆除別の捕獲数および3-kmメッシュ番号によ

り捕獲地点が記録されたツキノワグマ捕獲数と捕獲地点捕捉率を表 E-1に 示 した。 1982

-8 4年には捕獲位置等の記録が得 られておらず、また、1993年については、狩猟 と有善駆除

の統計資料がまだ発表されていないため、これら以外の年について捕捉率を求めた。秋田

県では、198 0 9 2年の13年間に計2, 1 6 2頭のツキノワグマが捕獲された。このうち、捕獲位

置の記録が得られていない198 2 - 8 4年の 3年 間のデ
ータを除いた10年間の捕獲数は1,6 1 7頭

であった。同期間について捕獲位置記録のある捕獲数は1,3 0 5頭で、この10年間で平均 して

捕捉率を計算すると81%で あった。近年の捕捉率についてみてみると、199 0年、19 9 1年、

19 9 2年の 3年 間はいずれの年も100 %の捕捉率であった。

― 狩猟

一 有害

一 一 計

0

72

秋田県におけるツキノワグマ捕獲数の推移 (1970-1992)

頭

年

1970

図エー 1
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表 正-1 秋 田県における1980-92年のツキノワグマ捕獲数と捕獲地点記録数

(頭 )

年
1 )

計
ｎ
Ｊ

Ｏ
Ｏ838281

〔
υ
０
０

猟

除

狩

駆

計

記 録
2 )

( % ) 3 )

18

6 2

8 0

5 8

( 7 3 )

9 6

1 2 5

2 2 1

6 7

( 3 0 )

2 4    7 9

1 2 7    8 3

1 5 1   1 6 2

30   81   15

202  102  400

232  183  415

-   103  408

-   (56) (99)

52   17

64  113

116  130

76  127

(66) (98)

37   41   22   33     545

86   63  125   65   1,617

123  104  147   98   2,162

116  104  147   98   1,305

(94)(100)(100)(100)

1)西暦年 :ただし、例えば1980年は昭和55年 (1980年4月-1981年3月)を 示す

2)捕獲地点が3 kmメッシュコー ドで報告された捕獲数

3)捕獲地点記録捕獲数/(狩 猟捕獲数十有害駆除捕獲数)

2)標高 ・植生区分

秋田県の標高と植生区分を 3 kmメッシュの最大面積法で読み取った結果として、標高と

植生区分を対応させて表エー2に示した。メッシュ内最大面積法による3-kmメッシュ標高

区分では標高200m以下の区分が630メッシュ、全県の44.5%と最も多く、次いで200600m区

分 (34.3%)が 多くこの 2つ の区分で全メッシュの78.8%を しめる。標高600-1,000m区分

は全体の17.8%で、標高1,000m以上のメッシュは県東部の八幡平―駒ヶ岳、和賀岳、鳥海山

周辺などに出現するが計47メッシュ、全県の3.3%と少ない。植生区分では、ブナ代償植生

が401メッシュ (29.2%)と 最も多く、次いでマツ植林を除く針葉樹植林 (23.8%)、 ブナ

自然林 (20.5%)が 多く、この他高山 ・亜高山植生とマツ植林地を加えた森林植生は、計

1,162メッシュで全体の82.1%を しめる。残りの約12%を耕作地、市街地がしめている。標

高一植生の関係を見ると、メッシュ内最大面積法による耕作地と市街地の区分の大半 (97%)

は標高区分では200m以下のメッシュにあり、この標高区分のメッシュの39.0%を しめる。

一方、高山 ・亜高山植生は標高1,000m以上のメッシュに、プナ自然林は標高6001,000mの

区分に多い。

- 1 1 -



表 Ⅱ-2 秋 田県における標高区分と植生区分 (3 kmメ ッシュ最大面積法 )

植 生 区 分1 )

標 高   高 山 ブ ナ  ブ ナ  マ ツ  針 葉樹

自然  代 償  植 林  植 林  耕 作地 市 衡地  計

0- 200m      0     7    204     37     136      218      28    630

200- 600m      0    61    195      1     222        6       1    486

600-1000m      0   196     13      0      43        0       0    252

1000m〈        20    26      1      0       0        0       0     47

(刀く面言)       0    0     0     0      0       0      2     2

計+         20   290    413     38     401      222      31  1,415

1 )植生 :こ こでは秋田県現存植生図凡例を次のようにまとめた

高山 :高 山低木林、オオシラビツ群集、ササタ
ヾ
ケカンハ
｀
群集、ミヤマハンノ十夕

や
ケカンハ
や
群集

ブナ自然 :チシマサ
｀
サーフ
｀
ナ群団、スギ フ

｀
ナ群落、エデイタヤ

ーシナブキ群落、カツワ群落、ミス
｀
すラ群落

ブナ代償 :ガナ
ーミス
｀
ナラ群落、クリミス

゛
ナラ群落、ススキ群落、ヨナラ群落、伐採跡地群落

マツ植林 :アカマツ植林、クロマツ植林

針葉糊植林 :スギ植林、カラマツ植林、ニセアカンア植林

耕作地 :落葉果樹園、畑地、牧草地 (人工草地)、 水田

市街地 ・他 :市衛地、緑の多い住宅地、造成地、自然裸地、ヨンクラス、砂丘草原

3)捕 獲地点分布

秋田県における19801993年 (1982-84年を除く)の 11年間のツキノワグマ捕獲地点のう

ち記録された1,423頭のツキノワグマ捕獲地点分布を、毎年の3 kmメッシュ内捕獲数として

図■-2に 示した。また、1980年から1993年(1982-84年を除く)の 11年間の記録をまとめ

て捕獲地点分布を示したのが図Ⅱ-3で ある。捕獲地点は、県北 (能代川右岸)の 秋田
一青

森県境の白神山地、県中北部の太平山
一森吉山山地、県東部の十和田湖から八幡平

一駒ヶ岳

にかけての秋田―岩手県境の奥羽山地脊梁部、および県南部の鳥海山周辺に集中している。

県北部の能代川流域と県中央部から南部にかけての雄物川流域の低地、および県西側の日

本海沿岸では捕獲はほとんど記録されていない。この捕獲地点の分布記録は、秋田県にお

けるツキノワグマ分布状況 (秋田県、1978)とほぼ対応している。

4 )捕 獲地点環境

捕獲地点の3 k mメッシュ最大面積法による標高区分と捕獲記録から求めた、毎年の捕獲

地点の標高区分頻度分布を図正
-4に 示 した。また、図Ⅱ

-5に は同様の方法で求めた捕

-12-



獲地点の植生区分の頻度分布を示した。捕獲地点の標高区分をみると、198093年のうち記

録のある11年間の捕獲地点全体としては、標高200600mの区分が44.5%と最も多く、次い

で標高200m以下の区分が30.3%と多く、あと標高600-1,000mが23.2%、標高1,000m以上が

2.0%となっている。秋田県全体での3 kmメッシュ標高区分頻度では標高200m以下が44.5%、

標高200600mの区分が34.3%、次いで標高6001,000mが17.8%、標高1,000m以上が3.3%

であり、ツキノワグマ捕獲地点は標高200600mの区分と6001,000mの区分で多いことがわ

かる。毎年の変化を見ると1986年は、標高200m以下での捕獲が捕獲記録数409頭のうち215

頭、52.6%を しめ特異的に多い。この年は、ブナ、クリ、などの堅果類が不作で、ツキノ

ワグマの行動圏が通常年より拡大し、秋田市街地近くにもツキノワグマが出没 し有害獣駆

除で多くの個体が捕獲されたことが報告されているが (米国、1990)、このような 「ツキ

ノワグマの異常出没」時には低標高地での捕獲が多くなることを示すものといえる。植生

区分と捕獲地点の対応図も、1986年を除く通常年にはブナ自然林、ブナ代償植生地、およ

びスギ ・ヒノキ植林地での捕獲が多いのに対して、1986年は例外的にブナ代償植生区分と

耕作地での捕獲が多かったことを示している。これは、この年の捕獲地点が低標高地に偏

ったことを反映したものと考えられる。堅果類が不作であった1991年も同様に、前後 3年

間で比較 してみると、200m以下の低標高地での捕獲数割合が多く、また、新作地での捕獲

数割合も多かった。図正-6に は1986年の捕獲地点を、200m、600m、1,000mの等高線を書

き入れた地形図と重ね合わせて示した。この図からも、1986年の捕獲は県中央部の太平山

一森吉山地山麓の標高 200m以下のところで多かったことがわかる。

5 )ま とめと今後の課題

秋田県におけるツキノワグマ捕獲地点図については、19 7 7 - 7 9年捕獲地点分布が秋田県

(1 9 8 3 )によって、また環境庁 (1 9 8 5、1 9 8 6 )によって集計表示されている。それと比べ

て、ここで示 した19 8 0 - 9 0年の捕獲地点分布は基本的な違いは少ない。 しか し、19 8 6年の

捕獲地点は、19 7 7 - 7 9年捕獲地点にも比べてもその周辺の低標高地での捕獲が多い。秋田

県におけるツキノワグマ捕獲地点記録と生態調査のこれまでの調査結果は、19 8 6年のよう

に堅果類の不作年では、貧栄養状態のツキノワグマが多 くなり (米国 ・藤岡、19 9 0 )、ツ

キノワグマの行動圏が拡大 し (米国、19 9 0 )、人家居住地周辺への出没が多 くなり低標高

地での有害獣駆除捕獲数が多 くなる一連の現象が関連 して起こることを示唆 している。こ

のことは、堅果類の結実予測か ら、ツキノワグマの 「異常出没」現象の予報がある程度可
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図Ⅱ-3 秋 田県におけるツキノワグマ捕獲地点分布(1980年～1993年)

(ただし、1982年～1984年を除く)
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図 II-4 秋 田県における3-kmメッシュ標高区分のッキノワグマ捕獲地点の割合
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能であることを示唆するものである。

秋田県におけるツキノワグマの捕獲地点分布、行動域の変化には生息地環境の変化も影

響していることが考えられる。表正
-3に は秋田県と全国の森林環境の変化の概要を比較

して示した。秋田県では1960年から1980年の20年間に人工林面積が約14万ha増加 したが造

林地の増加は、堅果類を生産する広葉樹自然林の減少を意味する。一方、山麓部ではかっ

ての薪炭林が放置され堅果類の結実する林が成長し、またクリ・リンゴなどの果樹園が増

加 している。このような全体としての自然林の減少、人工林への転換と、局所的にみた場

合の山麓部での広葉樹林の成長、果樹園の増加がツキノワグマの採食行動と4El体群動向に

どのように関連 しているかが、捕獲地点分布の追跡調査 ・分析とあわせ今後の調査課題で

あると考えられる。

表エー 3 秋 田県における森林環境の変化 (全国との比較)

県 項  目 1 9 6 0年 1970年 1980年 1990年

秋 田

全 国

2 1 4 _ 5

2 8 . 9

4 . 8

6 1 6 1 . 9

2 6 . 4

5 . 1

2 7 6 . 9

3 6 . 1
1 7 . 2

7 6 9 5 . 1

3 2 . 9

9 . 8

357.9

44.1

1 5 . 4

9 5 8 3 , 9
4 0 . 3

9 . 6

人工林面積率 (千ha )

人工林面積率 (% ) 1 )
4 1年生以上人工林率 (% )

人工林面積率 (千ha )

人五林面積率 (% ) 1 )
4 1年生以上人工林率 (% )

403.8

49.7

1 3 . 5

10,327.0

43.0

1)人工林面積/樹 林地面積

2。 広島県におけるツキノワグマの出没情報

(1)は じめに

西中国地域のツキノワグマ分布域は、島根県東南部一広島県東北部の分布空白域をはさ

んで氷ノ山周辺の東中国地域分布域と分断された孤立分布域となっている。西中国地域の

ツキノワグマ分布域は、島根県南部一広島県西北部一山田県東部にまたがり1-kmメッシュ

(3次 メッシュ)で の分布情報区画数は約 1,000メッシュで、分布情報のある区画の80%

近 くは島根県域に集中している (米国、1990)。狩猟と有害獣捕獲をあわせた昭和56年度

(1981年)一 昭和62年度 (1987年)間 の平均捕獲数は 3県 あわせて64.9頭で、うち24.5頭

が有害駆除であった。分布状況を反映して捕獲数も島根県域で多く、昭和56年-62年度間



の捕獲の70.9%は島根県域で行われた。西中国地域におけるツキノワグマによる被害は、

養蜂箱の破壊食害被害が多く、次いで果樹被害が多い。ツキノワグマによる農作物被害な

ども島根県で多い。一方、人身被害は1979-88年の10年間で 9件が記録されたが、そのう

ち7件 が広島県域で記録され、分布、捕獲、農作物被害発生状況と異なり広島県で多発し

ている特徴がみられる。広島県でこのように入身被害が発生していることと関連 して、ツ

キノワグマの異常出没―市街地近くや分布域の中心部である西中国山地から離れた県中南

部のこれまで生息分布情報がなかった人里にも出没するようになったことが報告されてい

る (広島県、1989)。広島県における近年のツキノワグマの出没情報の分析は、このよう

な背景をうけて、広島県における最新のツキノワグマ分布情報を整理 しこれまでの分布城

と比較することで出没域の特徴を明かにすることを目的として調査を進めた。

(2)調 査方法

広島県における最新のツキノワグマ生息情報としては、広島県森林保全課によってとり

まとめられた1990年(平成 2年 )4月 -10月間の 「ツキノワグマ出没情報」資料によった。

これまでの生息分布域情報は、1987年までの生息 ・捕獲地点情報から1-kmメッシュ図とし

てとりまとめた西中国山地のツキノワグマ生息域図 (米田、1990)を用いた。作業では、

広島県資料による1990年のツキノワグマ出没情報のうち、1987年までの生息域図に含まれ

てない地点情報のみを1-kmメッシュ図に地点として記入 し、1-kmメッシュ単位で国土数値

情報、植生情報との関連分析を行い1987年までの生息域と比較 してその特徴を分析 した。

(3)結 果と考察

1)ツ キノワグマ捕獲数

近年のツキノワグマの出没情報を検討する材料の一つとして、1970年 (昭和45年度 )一

1988年 (昭和63年度)間 の西中国地域 3県 におけるツキノワグマ捕獲数の推移を図正
-7

に示 した。西中国地域におけるツキノワグマ捕獲数は、1970年代後半以後漸減 しているが、

1980年代は70頭前後で推移 している。



西中国地域

1973     197S     1986     iS85      1990

年

図 H-7 西 中国地域におけるツキノワグマ捕獲数の推移 (1970-1988年 )

2)広 島県における1990年のツキノワグマ出没情報

西中国地域におけるツキノワグマ生`g、状況の変化として、1987年までの調査で作成され

た生息域図とあわせて、1990年の広島県におけるツキノワグマ出没情報のうち1987年まで

の生息域図では記録されなかった70地点 (メッシュ)を 記録 し、その分布状況を図E-8

に示 した。1987年までの調査による生息域図は中国山地域に集中していたが、1990年の出

没情報では中国縦賞道の南部や、廿日市北部でも出没情報がみられる。特に、広島市北西

部の湯来町、吉和村周辺、広島市北部の千代田町、豊平町周辺で1990年の出没情報が多い。

1990年調査による出没情報は、1987年までの調査では実際にはそれまでにも出没すること

があっても収集できなかった生旭、・捕獲地点情報も含まれると考えられるが、一部はツキ

ノワグマの行動 ・出没域の変化―坐山への出没多発を反映したものと考えられる。

3 )出 没域の環境特性

広島県におけるツキノワグマの1 9 9 0年の出没地域の特徴を、標高、植生、森林面積率に

ついて、 1 9 8 7年までの生息情報一環境区分と比較 して装 u - 4に 示 した。 1 9 8 7年までの生

息域の環境特性 と比較 して1 9 9 0年の出没情報は、低標高地、マツ林、森林面積率の低い環

境区分で多いことを表は示 している。



表Ⅱ+4 西 中国地域におけるツキノワグマ生息情報 (l kmメ

1987年以前
1)

1990年広島
2)

環境区分 生息情報メッシュ数 (%) 出没情報メッシュ数 (%)

林

林
　
　
・タ

地
地
林

・低木
林
林
洵
琳
他

ｌ
宅
作
工
原
ツ
ナ
■
ナ
の

生
住
耕
人
草

マ
ブ
ガ

コ
そ

植

計
3 )

[標高 : m ]
0-1 9 9
2 0 0 - 3 9 9
4 0 0 - 5 9 9
6 0 0 - 7 9 9
8 0 0 - 9 9 9
1 0 0 0  〈

計

[森林面積率 :% ]
〈 69
70 - 7 9
8 0 - 8 9
9 0 - 9 9
1 0 0

( 0 . 0 )
(  8 , 3 )
( 2 9 . 1 )

( 1 . 1 )

( 1 8 . 3 )
( 2 . 1 )
( 3 4 . 2 )
( 2 2 . 7 )
( 0 , 7 )

1 0 5 7    ( 1 0 0 )

1 4   (  1 . 3 )
2 2    ( 2 0 . 8 )
4 0 6    ( 3 8 , 1 )
3 6 7    ( 3 4 , 5 )
1 8 3   ( 1 7 , 2 )
4 8   (  4 , 5 )

1 0 6 5    ( 1 0 0 )

5 1   (  4 . 8 )
7 0    (  6 . 6 )
1 8 6    ( 1 7 . 5 )
5 2 9    ( 4 9 . 7 )
4 0 7    ( 3 8 . 2 )

70  (100)

０

７

７

０

９

０

０

３

４

０

５

５

０

２

０

０

４

１

０

４

１

０

４

０

７

３

１

１

　

４

０

８

８

２

３

２

１

０

７

８

０

１

９

２

６

４

３

　

１

　

３

２

０

２

８

９

１

０

( 0 . 0 )
( 1 7 . 1 )
( 4 0 . 0 )
( 4 1 . 4 )
(  1 . 4 )
(  0 . 0 )

7 0   ( 1 0 0 )

1 0  ( 1 4 . 2 )
1 1  ( 1 5 , 7 )
1 7  ( 2 4 . 3 )
2 8   ( 4 0 . 0 )
4 ( 5 . 7 )

1065   (100) 70  (100)

と合計メッシュ数が異なる

4)ま とめ

広島県における1990年のツキノワグマの出没地域は、これまでの西中国山地を中心とし

た分布域から低標高地への広がりを示している。これが1990年のみの現象か、今後も引き

続くものかを継続して調査し、また山田県、島根県域についても同様の追跡調査が必要で

ある。広島県におけるツキノワグマのテレメ トリー ・生態調査からは、秋期ツキノワグマ

は放置された果樹園のクリ、離農した農家のカキなどを採食することが観察されている

(米田、私信)。 広島県におけるツキノワグマの出没域の里山への拡大は、このような社

会的環境の変化―エサ資源植物の分布変化とあわせて今後調査検討していく必要があろう。
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IIl 捕獲個体の分析調査

1 .捕 獲値体の回収 ・分析の 目的 ・意義と方法

(1 )捕 獲個体分析の 目的 ・意義

1)意 義

野生動物の生態、個体群管理のための調査研究の上で、捕獲個体の回収
・分析は、生態

調査 と並ぶ重要な調査項 目である。ツキノワグマの生息状況、個体群動向を知 る上で も、

捕獲個体の分析は重要である。捕獲個体の回収、分析には次のょうな意義がある。

-1 .捕 獲の確認

-2。捕獲個体情報 (捕獲地点、性別など)の 収集

-3 .捕 獲個体の分析による個体群動向指標 (年齢構成、繁殖な ど)の 収集

-4 .捕 獲個体の生物学的資料 (骨格 。組織標本など)の 収集

各項 目は具体的に次のような調査の目的 。内容を持つ。

2 )捕 獲の確認

捕獲数は現在、狩猟は狩猟者登録証、有害駆除は捕獲許可書返納時の捕獲報告の集計に

よっている。 しか し、この捕獲報告では次のような誤差要因があることが指摘されている。

1 )ツキノワグマの捕獲はワナ猟を除き、普通複数の捕獲従事者によって行われるが、

各自が捕獲報告を行うことにより捕獲数が実際より多 く報告される。

2 )有害駆除は次回の許可のため、狩猟では銃砲所持許可の継続のため、実際には捕獲

がな くても、捕獲実績づ くりのため過大な捕獲報告が行われる。

3 )一方、捕獲数が多い場合は、批判をおそれて捕獲数が過小報告される。

グループ猟では、代表者のみが報告あるいは、都府県によっては、○頭/○ 人と分数形

式 (あるいは小数点形式)で 報告することが求められているが、ツキノワグマの場合、2 )

の捕獲実績づ くりのための報告との関連で、捕獲数が過大に報告されてきた可能性がある。

一方、報告数が実際の捕獲数より小さくなる可能性として密猟や錯誤による捕獲が考えら

れるが、この対策は別途考える必要がある。



3 )捕 獲個体情報の収集

捕獲個体の情報に関して、狩猟者 。捕獲従事者に義務づけられている事項は捕獲数報告

だけである。 しかし、多くの都道府県では、ツキノワグマなど特定の鳥獣類については捕

獲地点などの報告を求めている (例えば北海道、奈良県など)。 捕獲個体の属性を求める

ことは、捕獲にともなう情報の整理 ,収集だけでなく、1)の捕獲個体の過大申告のチェッ

クなどにも有効である。

4)捕 獲個体の分析による個体群動向指標の収集

ツキノワグマなど捕獲個体回収 ・分析の保護管理上の最大の目的は、捕獲個体の分析に

よる個体群指標の収集 。分析である。捕獲個体から得られる代表的な個体群情報としては

次のものが挙げられる。

-1.捕 獲個体の年齢 。年齢構成

-2.繁 殖状況 (妊娠率 。出産率 ・初産齢など)

-3.栄養状態判定

-4.食性

捕獲佃体の収集 ・分析による野生動物、特にクマ類の個体群動向指標の調査 ・研究事例

に関しては、都道府県などにおける事例として詳 しく述べる。

5)捕 獲個体の生物学的資料の収集 (骨格 ・組織標本など)

個体群指標の収集分析も生態学 。生物学の分野の一つであるが、生物学的には次のよう

な基礎資料の収集が主 目的となる。

1)頭骨 。骨格標本の採集 :研究機関の基礎試料とするとともに、頭骨形態の変異な

ど地域間の形態の比較材料など地域個体群の特徴を分析する材料の
一つとして活

用する。

2)血液 。組織の採集 :地域間の遺伝的距離や遺伝的多様性からみた地域個体群の評

価など遺伝学の分野、血液性状 ・ホルモンなどの定量分析による繁殖状態の分析

など生理学研究分野、各種疾病に対する抗体の有無の分析などによる病理学的研

究分野、などで多くの情報を得ることができる。

3)寄生虫採集 1クマ類に寄生する寄生虫相の研究材料とするとともに、寄生虫から

みた個体 ・個体群の健康状態の評価材料とする。



4 )腸内 (直腸)細 菌の採集 :クマ類の腸内細菌相の特徴を生物学的に研究するとと

もに抗生物質耐性を分析することで、抗生物質を含んだ人為エサヘの依存度など

を推定することができる。

保護管理を目的とした分析では、個体群評価のための材料収集 。分析が主となるが、基

礎的研究による知見との連携も視野に入れたこのような生物学的分析の観点か らの試料収

集は重要である。

( 2 )捕 獲個体の収集方法

1 )収 集主体による区分

野生動物 ・クマ類の捕獲個体収集は、研究者、行政機関などがさまざまな試みを行 って

きた。収集主体に注 目して、 これまでの主な収集方法を区分すると次の 4つ の方法があげ

られる。

- 1 .調 査員 ・研究者が自ら捕獲

- 2 .調 査員 ・研究者が捕獲者 (ハンター)か ら直接試料採集を行 う

- 3 .行 政機関が収集する (調査 ・研究機関に送付 し分析 )

- 4 .猟友会が収集する (調査 ・研究機関に送付 し分析 )

各収集方法の特徴、事例について次に述べる。

2 )調 査員 。研究者が自ら捕獲

食虫目、ゲッシロなど小型哺乳類の調査 ・研究では、調査員 。研究者が自ら対象種を捕

獲 しさまざまな分析を行うのが普通である。しかし、ツキノワグマなど中 ・大型哺乳類の

研究では、捕獲に多くの作業時間が必要で、銃、ワナなど道具や捕獲許可が必要なため、

調査員 ・研究者が調査研究のため自ら対象種を捕獲する事例は、テレメ トリー調査のため

の生け捕り (例えば米田、1 9 9 0 )などの場合を除き少ない。ただし、中大型哺乳類を対象

に、地域個体群の分析のため島の個体群の大量捕獲 (生体捕獲一試料採取 ・記号装着後放

逐例を含む)や 、新鮮な材料入手のため有害鳥獣駆除時にハンターと協力 して捕獲分析 し

た事例として次のような例があげられる。



■調査員 ・研究者が自ら中大型野生動物を捕獲収集 した例

種類 地 域 年   捕 獲数 備 考 報告

エゾシカ 洞 爺湖  1981- 8 8   2 0 2 コラルによる捕獲 (生捕 )梶 ら (1991)

エゾシカ 足 寄町  1992 1 0 0 土 銃 猟 鈴木、私信

ニホンシ
S力
  金 華山  1 9 9 1 - 9 2   1 9 9   コ ラルによる捕獲 (生捕)南 ら ( 1 9 9 2 )

ツキノワグマ ・ヒグマでは、少数の調査員 。研究者が自ら捕獲を行っても個体群分析に

必要な十分な試料数をえることは難 しい。このため、テレメ トリー調査のための生け捕 り

捕獲や、新鮮な状態で採取が必要な特定試料 (例えば血液、道伝子など)の 採集の場合を

除き、今後も調査員 ・研究者が自ら多数のクマ類を捕獲 し個体群分析を行 うことは少ない

と考えられる。

3 )調 査員 ・研究者が捕獲者 (ハンター)か ら直接試料採集を行う

調査員 。研究者が調査研究のため、狩猟 ・有害駆除捕獲個体の収集を直接行 う。この方

法の変形として、斃死体あるいは大雪などによる自然死亡個体の収集分析がある。アメリ

カなどでは、ハンターの協力を得ながら調査員 。研究者が狩猟動物などの試料回収を行い、

個体群などの解析材料とすることが一般に行われている (高槻、1 9 9 2 )。国内では、ヒグ

マを含め次のような事例がある。

■捕獲者 (ハンター)か らの直接試料採集例

種類 地域 年  回 収数 備 考 報告

1 .ヒグマ  北 海道渡島  1 9 8 3 8 5   2 3 1

2 .ツキノワタ
｀
マ 石 川県白山  1 9 7 0 7 6   8 8

3 .エゾシカ 北 海道    1 9 8 0 8 2  2 , 2 1 3

4 .エゾシカ 洞 爺湖    1 9 8 0 8 4   7 3

5 .ニホンシめ  金 華 山   1 9 8 4    2 4 0

ハンターか らの直接収集  M a n O ( 1 9 8 6 )

′ヽンターか らの直接収集  H a n a i ( 1 9 8 0 )

ハンターか らの郵送回収  大 泰司 ら ( 1 9 8 5 )

直接収集 (自然死体 )大 泰司 ら ( 1 9 8 5 )

直接収集 (自然死体 ) T a k a t s u k i  e t  a l

( 1 9 9 1 )

6 .イノシシ 中 国地方   1 9 8 6 - 8 8   2 8 5  イ ノンシ肉集荷場で収集  【 a n z a k i ( 1 9 9 0 )

7 .リュ'キュウイメツシ 西 表島   1 9 7 0 7 1   3 6 1  ハ ンターからの直接収集  花 井 ( 1 9 7 6 )

調査員 。研究者がハンターなどから捕獲個体を収集するあるいは自然死亡個体を回収す

ることは、次のような利点がある。

1 )捕獲にともなうさまざまな補足情報 (生息状況、捕獲地点、捕獲方法など)を 入手

できる



B  O  X  I I I - 1  北海道のエゾシカ捕獲個体回収システム

以上の 7つ の事例の中で、代表的な事例である北海道でのエゾシカ打i獲個体回収は

次のような方法で行われた (図配
- 1 ;大 泰 司ら ( 1 9 8 5 ) )。

1 .狩猟登録者全員に、調査 目的、捕獲カー ド、番号 シ
ール、返信封筒を送る

2 .ハンターは、捕獲 したエゾシカの門歯 ( 1 1 )を とり、番号 シール、捕獲カ
ー ド

をつ けて研究機関 く大学 )に 返送す る
3 .剥製社にも材料収集協力を依頼 しハ ンター段階で試料がとれなかった個体 (剥製
段階で門歯 ( I〕)が 残 っている場合 )の 試料採取を行 う
4 .試料を送付 したハ ンターには、謝礼 と継続的な材料提供奨励のため記念 品 (バ ッ
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2 )解剖 。解体に立ち会うことにより計測値などさまざまな補足的生物学的情報の収集

ができる

3 )捕獲実態の情報 (ハンターの活動状況など)に ついても情報を入手できる

4 )生息環境などの現地情報も直接得ることができる

一方、調査員 。研究者が捕獲個体を直接収集することについては次のような欠点 。短所

がある。

1 )一地域での短期間の中大型哺乳類の捕獲は多くないため、調査員 ・研究者が現地に

滞在 しても捕獲個体試料を入手できる数は少ない (多くの捕獲個体入手のためには

滞在 日・人が増える)

2 )試料入手がハンターの好意によるため、狩猟活動、保護管理に対するその後の対応

が制限されることがある。

調査員 。研究者が捕獲者から捕獲個体の試料を入手することは、今後もさまざまな目的

で多 くの種類 ・材料において行われると考えられるが、調査 ・研究効率を高めるためには

上記の欠点を少なくする方策が必要である。

4 )行 政機関が収集 し調査員 ・研究者に送付する

ツキノワグマ ・ヒグマなど中大型哺乳類の捕獲個体群分析において、現在最も広 く行わ

れている方法である。クマ類の事例については次項で詳 しく取り上げるためここではそれ

以外の中大型哺乳類の捕獲個体回収事例について、捕獲区分 (狩猟/有 害駆除)、 実施年、

収集 。分析機関などに注目して、カモシカ、ニホンジカ、キタキツネの例について示す。

①カモシカ (岐阜、長野、愛知、山形県)

[捕獲区分 ]生 息数調整個体 (特別捕獲)

[回収年3  1 9 7 9年 ～

[収集機関 ・分析]次 の 2期 にわけられる。

○高精度分析期間 : 1 9 7 9～1 9 8 5年までは捕獲個体の全身を大学 (岐阜大学)に 持込

み、解剖 ・分析。必要に応 じて、胃内容、角などを分担分析者に送付。

○簡易分析期間 : 1 9 8 6年からは捕獲個体のうち角、胃内容物、生殖器など個体群分

析のための主要部位だけをハンターからの提供で市町村が
一時保管 し、分析機関

が定期的に収集 し個体群の分析 ・評価を実施。

[備考]天 然記念物であるため文化庁
一部道府県一市町村の捕獲許可 ・試料提供義務制



度が行政的に組織だって行われ、1 9 7 9年捕獲開始以来これまでに約1 1 , 0 0 0頭の捕獲

個体すべてについて、最低限年齢等の分析が行われている。

②ェゾシカ (北海道 )

[捕獲区分 ]有 害駆除 ・狩猟捕獲個体

[回収年]  1 9 9 0年 から本格的収集 ( 1 9 8 0年代前半から試験的収集 (回収協力依頼文

章の発送) )

[収集機関 。分析]北 海道の各支庁が協力依頼をハンタ
ーに出し、ハンターから直接

あるいは市町村を通 じて収集 (図4 - 4参 照)。 各支庁 ( 1 3支庁)に 試料の
一時

保管用冷凍庫設置

[個体群分析 ]大 学、調査機関あるいは北海道環境科学研究センタ
ーが分析 (北海道、

1 9 9 2 )

[備考 ]回 収開始当時は回収率は低かったが、継続事業化、支庁
一市町村一ハンター

の連絡強化、ハンターの意識向上により近年回収率は向上。ヒグマについても同

様の方法で回収 。分析が行われている (次項参照)。

③ニホンジカ (岩手県)

[捕獲区分 ]有 害駆除 ・狩猟捕獲個体

[収集機関 ・分析]市 町村一県地方事務所を通 じて協力依頼をハンタ
ーに出し、ハン

ターから直接あるいは市町村を通 じて収集 ( 1 9 8 9 9 1年収集3 5 7イ田体)

[個体群分析 ]東 北大学で分析 (高槻、1 9 9 2 )

[備考 ]研 究者の回収が先行 し、後に行政が協力することで回収率向上

④キタキツネ (北海道 )

[捕獲区分 ]有 害駆除 ・狩猟捕獲個体

[回収年]  1 9 7 0年 ～

[収集機関 。分析 ]家 畜衛生試験所が収集、エキノコックの虫体保有率検査

[個体群分析 ]エ キノコックス検査には使わない、頭骨などを回収 し、年齢構成など

を大学 ・研究機関が分析する (例えば、Y o n e d a  e t  a l . ( 1 9 8 4 ) )

[備考 ]人 体健康に関わる調査のため、捕獲個体供与意識は高くまた酪農地帯では家

畜衛生試験所を通じた回収率は高い。



5 )猟 友会が収集する (調査 ・研究機関に送付 し分析)

狩猟対象獣類の資源調査の目的で、猟友会が会員が捕獲 した狩猟鳥獣の一部を回収 し、

分析機関に送付 し分析することが社団法人大日本猟友会によって 「狩猟管理調査Jと して

1 9 9 0 - 1 9 9 2年の 3年 間実施された。対象種は、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンンジカの

3種 である。表 m - 1に 、1 9 9 0年から3年 間の間に回収 。分析された個体数と調査対象地

域を示 した。また、図皿- 1に 猟友会事業の中で、捕獲者に試料ととに提出を依頼 した捕

獲票 (ツキノワグマ)の 例を示した。

表皿- 1狩 猟管理調査による狩獄t捕獲個体試料の回収数 く大日本猟友会、1 9 9 0～1 9 9 2 )

狩 猟縮猶 個体 回収数 (頭 )

種 類 (調査対象地域) 1990年 (H2) 1991年 (H3) 1992年 (H4)
エ
ー
一〓
Ｈ

イノンシ (山日、高知、和歌山

福島、茨城 )

ニホ ンジカ (栃木、長野)

ツキノワタ
｀
マ  (長 野、福井 )

1 6 9

2 0 1

3 2

61

1 5 5

2 5

7 8

1 9 4

3 8

3 0 8

5 0 5

9 5

1「 , ツ
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( 3 )行 政機関によるヒグマ ・ツキノワグマの捕獲個体回収事例

1)事 例

個体群の評価 。分析や保護管理のための生物学的基礎収集を目的として、都道府県ある

いは都道府県所属研究機関がヒグマ ・ツキノワグマの捕獲個体を回収 し、直接あるいは調

査機関に委託 して分析を行った代表的事例として次の 6つ の例があげられる。

-1.北海道 (ヒグマ)

- 2。岩手県 (ツキノワグマ)

-3 .秋 田県 (ツキノワグマ)

-4 .新潟県 (ツキノワグマ)

-5 .石川県 (ツキノワグマ)

-6 .長野県 (ツキノワグマ)

各事例について、回収対象の捕獲区分 (狩猟/有 害駆除)、 実施年、収集 ・分析機関、

などに注目して以下、方法、調査内容などを見て行く。

①北海道におけるヒグマ捕獲個体の回収 (図Ⅲ-2 )

[捕獲区分 ]有 害駆除 。狩猟捕獲個体

[回収年 ] 1 9 9 0年 から本格的収集 (19 8 0年代前半から試験的収集 (回収協力依頼文

章の発送))

[収集機関 ・分析 ]狩 猟捕獲個体、有害駆除別に次のような体制 。流れで、試料収集

に必要な備品、捕獲票の発送、試料の回収が北海道では行なわれている。また、

試料採集部位と説明図を図皿-2に 示 した。

■北海道におけるヒグマ捕獲個体試料の収集体制

○狩猟

個体 野 ‐

担当役

場

[個体群分析 ]大 学、調査機関あるいは北海道環境科学研究セ ンターが分析 (北海道、

1 9 9 2参照 )

隅高哀畜淳
回収備品 。捕獲票
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[備考 ]回 収開始当時は回収率は低かったが、継続事業化、支庁
―市町村 一ハンター

の連絡強化、ハンターの意識向上により近年回収率は向上 している。 しかし、捕

獲個体の回収分析には研究者間での競合があり、試料が分散 し個体群分析精度が

低下する弊害もある。
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②岩手県におけるツキノワグマ捕獲価体の回収

[捕獲区分 ]有 害駆除 ・狩猟捕獲個体

[回収年 ] 198889年 (回収数85個体 )

[収集機関 。分析 ]岩 手県ニホンツキノワグマ生息実態調査の一環 として、県地方振

興局を通 じて、年齢査定材料 (下顎 )、 食性分析試料 (胃内容 )、 繁殖状況試料

(精巣/卵 巣 )、 寄生虫の 4つ に注 目した試料収集体制が くまれた (図 III-3)

[個体群分析 ]農 林水産省森林総合研究所東北支所で分析 (岩手県、 1991)

[備考 ]秋 田県や新潟県の事例を参考に県―地方事務所 一猟友会の体制で回収が行わ

れたが、回収率 (回収数/捕 獲数 )は 27%と 低い (表 Ill-2)。 回収率が低かっ

たのは、回収が有害駆除にほぼ限定されたことと、有害駆除捕獲の多い市町村の

みを対象に したためである。

③秋田県におけるツキノワグマ捕獲個体の回収

[捕獲区分 ]有 害駆除捕獲個体

[回収年 ]  1 9 8 0 - 8 1年 (回収数1 2 1頭、回収率4 0 % )、 1 9 8 5年(回収数7 2頭)、 1 9 8 6

年 (回収数 :  1 0 4頭(大腿骨)、 8 2頭 (頭骨) )

[収集機関 ・分析 ]県 から協力依頼をハンターに出し、ハンターから市町村―県地方

事務所を通 じて収集。

[個体群分析 ]県 機関あるいは研究者に委託して分析 (秋田県、1 9 8 3 ;日本野生生物

研究センター、1 9 8 6 )

[備考 ]猟 友会と県の組織的な対応で回収率向上。しかし、材料提供の煩雑さ、捕獲

個体の自由処分の制限に対するハンターの反発もあり、継続的な回収は困難にな

っているとされる。

④新潟県におけるツキノワグマ捕獲個体の回収

[捕獲区分 ]狩 猟 。有害駆除捕獲個体

[回収年 ]  1 9 8 4 - 8 6年 (回収数2 3 6頭 (回収率8 2 % ) )

[収集機関 。分析 ]県 から協力依頼をハンターに出し、ハンターから市町村一県地方

事務所を通 じて収集。

[個体群分析 ]研 究者グループに委託 して分析 (新潟県、1 9 8 7 )

[備考 ]猟 友会と県の組織的な対応で回収率向上。しかし、捕獲個体回収 。分析は調

査が行われた 3年 間だけで、その後継続的な捕獲個体調査は行われてない。
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⑤長野県におけるツキノワグマ捕獲個体の回収

[捕獲区分 ]狩 猟 ・有害駆除捕獲個体

[回収年]  1 9 9 2 - 9 4年 (回収数計2 1 2頭、回収率5 8 % )

[収集機関 ・分析 ]長 野県の事例では、分析委託機関と地方事務所 ・市町村が直接連

絡をとって、収集資材の発送、試料の受け取りが行われた (図皿
- 4 )。 回収効

率を高めるために猟友会などへの協力依頼などの段階で行政機関が関ることが必

要だが、試料を捕獲後すみやかに回収 ・保存するためには、分析機関と都道府県

地方事務所/市 町村/猟 友会/営 林署などから直接分析機関に発送される体制が

有効である。

[個体群分析 ]調 査委託機関で分析

[備考 ]長 野県におけるツキノワグマの狩猟による捕獲個体については猟友会による

収集 ・分析が1 9 9 0 - 9 2年に実施され、県の事業は1 9 9 2年度は有害駆除の分析中心

に9 3・9 4年度は狩猟 ・有害駆除の両方を対象に実施された。

↓    ↑

↓              ↑

↓ :試料 。捕獲票

↑告試料収集資材

(容器、保存液、タッグ)

図田 -4 長 野県におけるツキノワグマ捕獲個体試料の収集体制

胃内容、卵巣 (メス)
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このように、捕獲数が比較的多い東日本のいくつかの道 。県では行政組織を使ったヒグ

マ ・ツキノワグマの捕獲個体回収が行われている。行政機関が主体となって収集 した例と

して上に述べた 5つ の道 ・県の事例に加え、北海道と石川県 (白山自然保護センター)に

おける研究者が直接収集 した例に猟友会の分析事例も含め、調査期間中の総捕獲数 (狩猟

と有害駆除数の合計)に 対する分析数 (回収率 )と 分析項目に注目した、ヒグマ ・ツキノ

ワグマの捕獲個体分析事例を表田- 2に 整理 して示 した。

表コー 2 ヒ グマ ・ツキノワグマの捕獲価体分析事例

道 県 (調査年)捕 獲数(頭)分 析数(%)1) 分 析項 目 (備 考 )

北海道
2 )

岩手県
3 )

秋 田県
4 )

秋田県
5 )

新潟県
6 )

石川県
7 )

長野県
8 )

猟友会
9 )

( 1 9 8 3 - 8 4 )

( 1 9 9 0 )

( 1 9 8 8 - 8 9 )

( 1 9 8 0～8 1 )

( 1 9 8 5 - 8 6 )

( 1 9 8 4 - 8 6 )

( 1 9 7 0 - 7 6 )

( 1 9 9 2 - 9 4 )

( 1 9 9 0 - 9 2 )

2 3 1  ( 9 5 .

7 3  ( 4 8 .

8 5  ( 2 7 .

1 2 1 ( 4 0 .

1 2 5  ( 2 0。

236 ( 8 1 .

8 8  ( 3 3 .

2 1 2  ( 5 8 .

7 6  ( 2 4 .

2 4 3

1 5 0 3 )

3 1 0

301

598

289

265

364

3 1 3

1)

7)

4)

2)

9)

7)

2)

2)

3)

年齢    (渡 島半島部のみ)

年齢、繁殖 (渡島半島を除く全道)

年齢、食性 (有害駆除佃体のみ)

年齢、食性 (春期有害駆除個体のみ)

年齢、栄養 (86年は9月までの回収数)

年齢  (有 害駆除個体 (春期 )の み)

年齢  (白 山地域春期駆除佃体のみ)

年齢、胃内容、繁殖

年齢  (猟 期捕獲個体のみ)

1 )分析数/捕 獲数割合を示す

2)Mano, T。 (1986)

3 )着手県 ( 1 9 9 1 )

4 )秋田県 ( 1 9 8 3 )

5 )秋田県資料、 (財)日 本野生生物研究センター ( 1 9 9 0 )

6 )新潟県 ( 1 9 8 7 )

7)Hanai(1980)

8 )長野県林務部 ( 1 9 9 4 ) ( 1 9 9 4年度 ( H 6 )は 長野県資料 )

9 )猟友会資料 (捕獲数、分析率は猟期捕獲個体数とそれに対する割合 )

( 4 )捕 獲価体の調査 ・分析項 目

1 )分 析項 目

捕獲個体分析の意義 ・目的でも述べたように、捕獲個体か らはさまざまな情報を得るこ

とができる。代表的な分析項 目だけでも次のような項 目が挙げられる。
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1)形態計測

①外部計測 (測定値あるいは捕獲票の集計)

②骨格 ・内臓等の測定

2)個体群指標に関する事項

①年齢構成、それを発展させた生存曲線 ・生命表分析

②妊娠 ・出産率、齢別繁殖指数

③栄養状態

3)食性

①胃内容分析

4)その他

①血液 (生理、遺伝、病理学的な多くの分析)

②寄生虫

このうち、ヒグマ ・ツキノワグマなど中大型哺乳類の個体群管理の上で重要な項目は、

個体群指標に関する年齢や繁殖状況項目である。 しか し、個体群指標は次の事例のように

他の観察項 目との関連で分析 ・評価することが重要であるため、捕獲個体からは総合的に

情報を収集することが必要である。

2 )年 齢構成 。生命表分析

捕獲個体の回収 。分析による個体群の分析 。評価の手段 として、現在よ く使われている

方法は、捕獲個体の年齢査定 とそれによる年齢構成の分析および個体群の生存曲線 ・生命

表の作成による個体群解析法である。生命表分析では、年齢構成 と齢別の繁殖指標 (妊娠

率 (出産率 )、 平均一腹出産数、出産間隔 )の データが別途必要である。北海道 ( 1 9 9 2 )

では、 ヒグマの卵巣の切片をつ くり、黄体/自 体数を数えることで個体の出産歴を分析で

きることが報告 されている。中大型獣類の生命表分析についての具体的な作成 ・分析方法

は、 日本野生生物研究センター ( 1 9 9 2 )などに述べ られている。 しか し、一般に年齢別の

出産率や出産個体数 (齢別繁殖指標 )を 求めた例は、クマ類ではまだ少ない。 このため、

ここでは、年齢査定の手順を B O X記 事 として紹介 し、さらに年齢査定による平均年齢と

成獣個体の比率に注 目した個体群評価の例について示す。



B O X 田 - 2  ク マ類の年齢査定法

歯根部セメント層の年輪構造の観察によるヒグマ ・ツキノワグマの年齢査定は
一般

に次のような手順で行う (米国 ・阿部、1 9 7 6 :野崎 ・水野、1 9 8 5 )。

1 6捕獲個体頭骨か らの抜歯 (頭骨をクリ
ーニ ング後 (筋肉を とり骨だ

けにする)、 下顎あるいは上顎を湯につけ、大歯、第 4前 臼歯、そ

の他の歯種の優先順位で抜 く)

↓

2 .抜歯 した歯の外部計測 (記録表作成)

↓

3 .歯根部の切断 (歯科用電動グライ ンダ
ーあるいは解剖 ノコ利用 )

↓

4 .切断 した歯根部断片の脱灰 ( 1 0 %蟻 酸液に 1～ 3日 つ ける)

↓

5.脱灰後の中和 ・水洗 (流水で歯根部断片をよく洗浄する (一晩))

6.歯根部断片か ら凍結 ミクロ トームで切片をとる (厚さ30～50m μ)

|

7 . 軽く水洗する

↓

8 . ヘマ トキ リシン染色

↓

9 .常法によ り水洗 'プ レパラー ト封入 し検鏡する

3)平 均年齢 と成獣個体の比率

個体辞の分析 ・評価の方法 としてツキノワグマ捕獲個体の年齢構成分析が
一般に行われ

ている。表皿
-3に 、 これまで報告されたツキノワグマの年齢構成分析の うち、分析個体

数がオス、メスあわせて80個体以上ある報告について、全分析個体の平均齢を雌雄別、地

域別 (県別 )に 示 した。試料数が十分でないため、推定平均齢の推定幅と地域間、雌雄別

の有意差検定などは行 ってないが、全捕獲個体の平均齢分析では長野県でやや若齢に偏る

ものの、ほぼ 5歳 か ら 6歳 の範囲にある。雌雄別に見ると、岩手県、秋田県の分析では平

均齢がオス >メ スの傾向があるが、新潟県、長野県では逆にオス<メ スの傾向にある。

年齢構成によるツキノワグマの個体群評価では、捕獲数の年変動が大き く、全体の年齢

構成 も左右する若齢個体の変動要因を除外 した 3歳 以上の亜成獣
・成獣個体の平均年齢で

の比較が、全年齢群の平均年齢を指標とするより有効であるとされる (岩手県、19 9 1 )。

表 ロ
ー4に は、 3歳 以上の亜成獣 ・成獣の比率を、表Ⅲ

-5に は 3歳 以上の亜成獣 。成獣

く

　

　

る
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についての地域 (県)別 、雌雄別平均齢を示 した。岩手では 2歳以下個体の捕獲が少ない

ため 3歳 以上個体の比率が高く全個体の平均齢と3歳以上個体の平均齢には大きな差はな

い。秋田県の1 9 8 6年捕獲個体で 2歳 以下若齢個体比率が高く平均齢が若いのは、この年堅

果類が不作でツキノワグマの里山 (低山帯)の 出没が多く有害駆除で4 0 5頭と例年の 3倍 近

い個体が捕獲されたが、その里山出没個体には若齢4団体が多かったことを示唆 している。

野外の実際の個体群は、若齢個体が多く、高齢個体ほど個体数が少ないなめらかな年齢構

成になっていると考えられるが、小数個体分析ではサンプリングによる偶然の差によって

各齢の個体教 ・比率にバラ付きがでてくるのが普通である。このため、年齢査定結果から

単純に年齢構成を求めるだけでなく、求めた年齢構成のスム
ージング (平準化 )を 行い、

年齢構成の補正を行なうことが有効である。

表回-3 捕 獲されたツキノワグマの年齢構成の地域間比較 (全年齢群)

オ  ス 合  計

都道府県 (調査年 ) 試 料数 平均齢(年)試 料数 平均齢(年) 試 料数 平均齢 (年)

岩手
1 )

秋田
2 )

新潟
3 )

長野
4 )

6 . 9 6

6 . 4 5

5 . 8 5

4 . 8 7

6 . 2 5
5 . 3 2
6。93
5。55

8 3
1 1 9

2 3 2

9 7

6.66

5.97

6.28
4.94

1 9 8 8 8 9 )

1 9 8 0 8 1 )

1 9 8 4 - 8 6 )

1 9 9 2 )

6 9
1 4 0

5 5

1 )岩手県

2 )秋田県

3 )新潟県

4 )長野県林

1991)

1983)
1987)

務部 (1994)

表 Ш -4 ツキノワグマの年齢構成分析の比較

県  (分 析年 ) 二 減 個体数 受麓峯親 丹
体
平均齢

５

０

４

１

６

８

１

８

７

１

９

２

６

７

６

７

８

５

７

６

８

３

１

８

６

２

２

６

９

７

７

６

８

８

６

77
84
56
35
1 9 1
4 0
4 5

６

５

６

４

６

５

６

８

１

７

５

３

４

６

８

０

５

６

４

２

０

Ｒ

古

Ｏ

Ｒ

Ｘ

ｂ

Ｒ

Ｘ

ｖ

，
１

手
田
田
田
潟
野
山

岩
秋
秋
秋
新
長
白

９‐
開

８ヽ７
部
い

‐９
‐９
料
１９
務
９８

く
く
資
Ｋ
林
Ｑ

県
県
巳
位
小県
ｉ

手
田
日
潟
野

ｎａ

岩
秋
秋
新
長
Ｈａ

め
の
め
ゆ
Ｄ
０

(財)日 本野生生物研究セ ンタ
ー ( 1 9 9 0 )

( 1 9 9 4〉( 1 9 9 4年度 ( H 6 )は長野県資料 )
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表コー 5 捕 獲 されたツキノワグマの年齢構成の地域間比較 (3歳 以上個体 )

オ  ス 合  計

都道府県 (調査年 ) 試料数 平均齢(年) 試料数 平均齢 (年) 試料数 平均齢 (年)

岩手
〕)

秋田
2 )

新潟
3 )

長野
4 )

( 1 9 8 8 - 8 9 )

( 1 9 8 0 8 1 )

( 1 9 8 4 - 8 6 )

( 1 9 9 2 )

51

1 1 4

4 3

7 . 1 9

8 . 0 8

6 . 8 0

5 . 7 4

6 . 4 0

7 . 1 2

7 . 9 6

6 . 3 1

7 7

8 4

1 9 1

7 5

6 . 8 5

7 . 7 0

7 . 2 6

5 . 9 9

33

77

32

1 )着手県 ( 1 9 9 1 )

2 )秋田県 ( 1 9 8 3 )

3 )新潟県 ( 1 9 8 7 )

4 )長野県林務部 ( 1 9 9 4 )

4 )個 体群動向指標と出生数 ・捕獲数

年齢構成、繁殖状況など個体群動向に関するデータを求めると、さらに年間の出生数な

ど個体群の再生産構造 (出産 )に 注目した分析が可能となる。生息数 (推定数 )、 繁殖メ

スの比率、性比などいくつかの指標をもとに、岩手県 (岩手県、1 9 9 1 )と長野県 (長野県

林務部、1 9 9 4 )で報告されたツキノワグマの出産数などの推定例を比較 して次に示 した。

出産数の推定は、年間捕獲許容数などの算定資料となる。

■年齢構成 ・繁殖指標などに基づ くツキノワグマの出産数推定例

個体群指標 岩手県 (1991) 長野県 (備 考 )

( 1 )メス初産齢

(2 )繁殖 メス比率

(3 )メスグマ比率

(4 )妊娠 メスの割合

(5 ) 1国 産子数

(6 )生息数

(7 )出産数

3 歳

7 8 % ( 3歳 以上 )

4 3 %～ 5 0 %

1.i告番   ∃
1,000頭

212～ 245頭

4歳

6 0 %

5 0 %

0.72頭 /年

(長野県では 4歳 とする)

(長野では4歳以上比率 とする)

(野外個体群では5 0 %と す る)

( 1国 産子数 1 . 8頭、平均2 . 5年

間隔出産 として )

(長野県林務部、 1 9 9 4 )1 , 3 6 2頭

2 4 2頭
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( 5 )捕 獲個体回収 ・分析の今後の課題

1 )収 集体制

捕獲個体の収集 ・分析は、価体群のモニタリングと生物学的なさまざまな情報を得る手

段 として有効である。 しか し、ツキノワグマなど中大型哺乳類の捕獲個体収集を調査員
・

研究者が行 うことは、作業効率が極めて悪い。すでにい くつかの道県で実施されているよ

うに、猟友会などとの関係、ハ ンタ
ーの意識向上の点か ら、今後は行政機関が参加 した収

集体制の確立が重要である。

2 )標 準的な方法

行政機関が関与するツキノワグマなどの捕獲個体の回収、分析の標準的な方法としては

これまでの事例として次のような方法が示される。

①方法

1)行政機関一市町村 。猟友会への協力依頼

2)捕獲記録票の配布 ・回収

3)都道府県地方事務所での試料の整理 ・一時保管 (冷凍保管)

行政機関の参加では地方事務所 レベルでの組織化がポイントになる。 したがって、地

方事務所への必要な資材 (冷凍庫など)の 配布と人材の投入が重要である。

②配布資材

行政機関が市町村 ・猟友会などに捕獲個体の回収協力を依頼 し、回収をすすめるた

めの試料回収配布資材としては次のものが挙げられる。

1)試料保管ビニール袋 (チャック式が便利)

2)タッグ (ナンバ リング用)

3)胃内容 ・卵巣採集管ビン (50 0 c c程度の広ロポリビン)

4)胃内容 ・卵巣保存のためのアルコール (70 %希釈)

3 )捕 獲個体H又集 ・分析における注意点

①サ ンプル数

捕獲個体か ら個体群を復元 しその個体群指標を求める場合には、他の統計的扱いと

同様標本誤差を考慮する必要がある。捕獲個体分析か ら、生存率や死亡率を求める場

合、その分散が次の式か ら求め られる。生存率が9 0 % /年以上 と想定されるツキノワグ
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マなどの中大型獣では、例えば変動係数を3 0以下とするためにはサンプルサイズを数

1 0 0頭程度と多くする必要がある。

Sの分散 (σ) = S√ ( 1 - S ) / N

ここで、S :見かけの生存率、N :サンプル数

②生物学的試料の収集

捕獲個体は、年齢構成や繁殖分析による個体群とその動向分析の材料を提供するば

かりでなく、血液 ・組織分析による遺伝情報の分析などさまざまな情報分析の材料と

なるため、今後はこのような観点からの試料収集、保管、分析体制も重要である。

③標本 。試料の保存

捕獲個体の試料 。標本は、今後新 しい調査技術が開発された場合の分析材料および

遺伝情報、重金属 ・放射能汚染などの分析材料としてもその保存が重要ある。

2 .補 獲地点の記録 ・地図情報化

(1 )捕 獲地点地図情報などの記録の目的

1)地 図情報記録の意義 ・項 目

野生生物の個体群モニタリングの手段 としては、野外の生きた個体の調査 とともにこれ

まで述べた捕獲個体の分析が有効である。 これに加え、次のような 目的のため、クマ類の

捕獲地点などの地図情報を、行政機関などが収集、記録することが重要である。

-1 .捕 獲数精度を高める

-2 .捕 獲地点分布を求める

-3 .捕 獲地点の環境特性を分析する

それぞれの項 目について、記録の 目的 。項 目をさらに詳 しく述べ る。地図情報化の方法

の事例については次項で述べる。

2 )捕 獲数精度を高める

クマ類の保護管理を進めるためには、地域の捕獲数記録を正確にとることが重要である。

グループ猟における捕獲数の過大報告や、有害駆除捕獲の記録 もれを避けるために、数値

としての捕獲記録 とあわせ、捕獲者 (報告者 )、 捕獲 日と捕獲地点を記録
・整理 してお く。

捕獲記録票だけでは、後に実際の捕獲のチ ェックが困難な場合があるが、捕獲 日、捕獲地

点(地図記録 )と併せることで、誤記録を減 らす ことができる。
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3 )捕 獲地点分布を求める

捕獲地点を地図情報 とすることで、次のように、分布情報、生息密度あるいは狩猟活動

の地域差の補足資料 とすることができる。

1 )生息 ・分布域の補足情報 :捕獲地点を地図化 し、分布図の
一種 とみなす

2 )密度分布の補足資料 :捕獲密度 (捕獲数/対 象地域 )は 地域の生息密度 とある程度

対応 していると仮定すると、捕獲密度差か ら地域の生息密度差が推定できる

3 )狩猟活動の地域差情報 :捕獲数の地域差は、狩猟活動の差を反映 していると仮定す

ると、捕獲地点密度分布は狩猟者の集中度の差と見なす ことができる。

捕獲地点の分布図例 として長野県の例を図田
- 5に 示 した。

4 )捕 獲個体 と捕獲地点の環境特性の分析

捕獲地点を地図情報化 し、地形や土地利用、植生区分図を重ねあわせることで、捕獲密

度の高い環境情報を分析することができる。本報告書 正章で述べた、3  k mメッシュレベル

での捕獲地点と環境区分 (標高、植生)を 対応させた、秋田県の例がこのような分析の事

例 としてあげられる。 これをさらに進めると、性別 。年齢など捕獲個体の特性 と捕獲地点

の環境特性の関連を分析することもできる。

( 2 )地 図情報化の方法

1 )地 図記録の レベル

クマ類の捕獲地点を記録す る上では、市町村管内図あるいは1 / 5 0 , 0 0 0地形図などに捕獲

地点を直接書き込む他に、次の 4つ の方法 ・レベルによる記録が行われている (本章末 ;参

考表参照 )。

- 1 .市 町村単位で記録する

- 2 .地 名情報 として記入する

- 3 .都道府県別独 自区画で記録する

- 4 . 5 - k mメッシュで記録する

- 5 . l  k mメッシュで記録する

各記録方法は次のような特徴をもつ。



地 図 へ の 記 入 例

ツキ ノ ワ ク
'マ
カ` 」二 ″醸

( 慶 こ F 正亜 ) に は

え3 士 也 J垣長

「
B r 釜
合 室筆

で

/ 線

を入 れ て 下 さい

図皿 -5 捕 獲地点の分布記入例 (長野県)
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2 )市 町村単位で記録する

都道府県内の捕獲地点を、市町村単位で記録する。岩手県 (1 9 9 1 )な どが市町村単位で

の捕獲地点記録報告の例 としてあげられる。都道府県単位よりは精密な捕獲地点情報 とな

るが、生息分布情報や捕獲地点と環境 との対応を分析するには不適当である。保護管理の

ための基礎情報の整備が求め られ、また捕獲数が多い道府県でも数 10 0頭であることか ら、

クマ類については以下述べるようなさらに精度の高い地図情報 として収集することが望ま

しい。

3)地 名情報 として記入する

捕獲地点をO① 山、△△沢など、地名情報として記録する方法である。市町村 レベルで

の有害駆除の捕獲地点報告などでよく見 られる。この方法は、数値化情報などに比べ具体

的に地名が把握できるため一般情報 としては有効だが、地名情報のどの地点か不明確にな

ること、同様の地名がある場合誤 りが生 じること、地名に通 じてないと情報を共有できな

いこと、などの欠点があるため、補足情報 としては利用 して も、長期間保存の行政記録 と

して残す ことは適当でない。

4 )都 道府県独 自区画

捕獲地点を区画 (メ ッシュ/グ リッ ド)情 報 (数値 )と して記録することは、 1 )位置の

正確 さを高める、2 )電算機処理が容易となる、3 )情報伝達での誤 りを少な くする、点で有

利である。採用する区画 (メ ッシュ/グ リッ ド)の 大きさの単位 としては、クマ類では上

記のように 3つ の レベルで行われている。都道府県独 自区画 とは、 1 - k mメッシュ ( 3次 メ

ッシュ)を 基準 とする国土数値情報に基づ く緯度 ・経度の等分割区画でな く、都道府県で

決めた独 自の区画により記録する方法である。独自区画は次のような利点がある。

- 1 .都 道府県の実状にあわせた区画の大きさ、区画区分 とすることができる

- 2 .全 国を対象としたメッシュ番号のつけ方より、短いメッシュ番号で対応できる

都道府県独自区画 としては、現在秋田県が3  k mメッシュを採用 している。これは、狩猟

者必携図に、南北ほぼ3  k m間隔で等分割 したもので、全県を 1 4 1 5メッシュに区分 している。

都道府県単位の区画記録の先駆的な例であったが、都道府県で独 自メッシュを採用す るこ

とは、 1 )国土数値情報など他のデータベースとの整合性がとれない、2 )自然環境保全基礎

調査など国土数値情報に基づ く標準区画区分を採用 している他の環境情報などとの対応が



とれない、という欠点がある。都道府県の状況にあわせて独自区画を作成する場合には、

国土数値情報に基づ く標準区画区分との互換性をもたせておくことが望ましい。

5 ) 5  k mメ ッシュで記録

狩猟者等必携図とあわせ、北海道、長野県、奈良県など多 くの都道府県で採用 されてい

る区画サイズである。北海道を例外 として、面積の広い都府県でも数 1 0 0メッシュで全県を

カバーできるため情報処理作業 もそれほど多 くな く、また、標記精度 としても
一般に地形

区分単位 とそれほど違わないため、メッシュ記録の標準的な方法として適当な大きさであ

る。

6 ) l  k mメ ッシュで記録

精度の高い捕獲地点記録としてl  k mメッシュはす ぐれている。広島県や二重県ではl  k m

メッシュレベルでの捕獲地点記録がある。標高、土地利用区分、植生など、国土数値情報

や自然環境保全基礎調査の電算機処理情報として整備されている環境デ
ータベースとの関

連分析を行 う上で、l  k mメッシュレベルでの記録は有効である。ただし、記録 ・表示 ・分

析作業量が増える欠点がある。捕獲数がそれほど多くなく、都府県内分布域が限定されて

いるような都府県では、5  k mメッシュより精度の高いl  k mメッシュレベルでの記録が望ま

しにヽ。

3.食 性分析

(1)食 性分析の目的

野生動物の行動を規定する要因として、個体維持のための採食と種 。遺伝子継続のため

の繁殖が重要である。ツキノワグマの場合、食性分析は、生物学 ・生態学的な分析だけで

なく、個体群の維持管理と農林業産物の被害防止などを含めた次のような観点から重要で

ある。

-1.食 性か らみたツキノワグマの生物学的特性分析

-2.採 食内容と生息地利用の関係分析

-3.農 林産物の採食 (加害)実 態把握

-4.堅 果類の結実と秋期の行動および冬眠 ・繁殖の関連分析

ここでは、捕獲個体分析項目の一つとしての食性分析の方法を整理 し、またこれまでに



「

明らかにされたツキノワグマの食性の特徴を明らかにするため、フン分析を含めた食性調

査に関する資料を整理する。

( 2 )ツ キノワグマの食性調査方法

ツキノワグマの食性については、これまで主に、1 )フン分析、2 )捕獲個体の胃内容分析

3 )生息地における食跡観察あるいは円座 (クマ棚)観 察、によって行われている。ここで

は、フン分析と捕獲個体の胃内容分析の方法 事ヽ例について紹介する。

1 )フ ン分析

生息地を踏査 し、ツキノワグマのフンを採集 して実験室に持ち帰 り、植物片など未消化

物をより分け、採食内容を明らかにする方法である。表I I I - 6に示すように、フン分析に

よるツキノワグマの組織的な食性調査は、中部以北の東日本を調査地とした地域で報告が

ある。岐阜 ・石川県以西の西日本での報告が無いのは、ツキノワグマの生息密度が低 く、

フンの採集も困難であり、報告が少ないものと考えられる。フン分析のための試料採集期

間は 4月 か ら 1 2月 まで及んでいるが、夏 ・秋の分析数が一般に多い。分析数は5 0個前後

から 1 5 0個前後であるが、月毎あるいは季節毎の分析数は数1 0 4 L lとなる。分析結果のまと

めでは、どの報告も出現頻度をとっているが、未消化物を区分した後、さらにその乾燥重

量を測定 している報告が半数ある。

表田-6 ッ キノワグマのフン分析の事例

報 告 (年 ) 調査地 調査月 分析数

分析方法

出現頻度 乾 燥重量

高田 (1 9 7 9 )

水野・野崎 (1 9 8 5 )

羽澄 ら (1 9 8 5 )

鳥居 (1 9 8 5 )

岐阜県 (1 9 7 6 )

長野県中央部

石川県白山

日 光

静岡県北部

岐阜県北部

6月 -12月

4月 -12月

4月 -11月

6月 -11月

3月 - 1 1 月

135イ団

42個

1441□

46イ田

55イ田

一
〇
　
一　
Ｏ

Ｏ

①

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

フン分析は、一般に次の手順をとっ

1 )現地踏査によリフンを採集 し、

て試料の採集、分析、データの整理を行 う。

採集 日、採集場所などを同時に記録する



2 )分析までの保存中の腐敗を避けるため、乾燥あるいはアルコール液浸処理を行って

運搬、保存する。

3)周囲の石片、泥などを除き、分析前のフン重量を測定する (乾重)

4 )内容物のより分け。乾燥による破損を防ぐため、アルコール液浸 (50～70 % )に し

てシャーレ、バ ットの中でエサ動植物の区分を行う

5)種子、毛、昆虫破片などから、より分けた動植物の同定を行い、出現数と、容量記

録 (目視 )を 行 う (必要に応 じて同定参照用の試料を用意 しておく)

6)熱乾燥処理を行い、より分けた各項目の乾燥重量を測定する

7)エサ動植物の出現種、出現頻度、乾燥重量、フン1個 当りの平均出現種数などの記

録を整理する

このように、採集一保存 ・運搬―同定―項目別重量測定 (乾/湿 重)、 と手順は多いが、

1)フン採集さえできれば容易に分析できること、2)ツキノワグマ個体への影響が無いこと

(非接触的調査)、 3)未消化物の重量測定などから採食量の定量化も可能なこと、が長所

としてあげられる。一方、1)フン採集は登山 。林道上に残されたものなど発見が容易な土

地利用 ・植生条件の地域 。季節に限られること、2)消化率の高い肉片などは検出されにく

いこと、3)エサの項目別の消化率の差が不明なため実際の採食重量あるいは採食エネルギ

ー量としての定量化が困難なこと、4)消化が進行 しているため同定が困難な場合があるこ

と、が欠点として挙げられる。このため、フン分析においては今後、1)採集方法の定量化、

2)リフアレンス標本の準備による植物片 ・動物同定の確実化、3)消化率を考慮 した定量化、

が課題でありさらに、4)ホルモン・寄生虫などフンから得られる補足的情報の分析、が重

要である。

2 )胃 内容分析

捕獲個体の胃内容分析によるツキノワグマ食性調査の報告例を表コ
ー7に 示 した。 この

他、青森県 ( 1 9 9 0 )、岐阜県 ( 1 9 7 6 )ではいずれも 1例 の胃内容分析が報告されている。

胃内容物による食性分析は、試料採集の制限があるためフン分析に比ベ
ー般的でな く、報

告事例はフン分析に比べ少ない。 しか し、都府県など行政機関による調査で試料が組織的

に収集された、秋田県、岩手県、長野県、などの例では5 0価体以上について分析 されてい

る。また、環境庁 ( 1 9 8 4 )では、それまでのツキノワグマ食性分析について整理 され、食

物の一覧 リス トが整理 されている。分析 。データ整理方法としては出現頻度分析が多いが、



乾燥重量分析 も行われている。

胃内容分析は、 1 )捕殺個体か らの試料採集、2 )採集試料 (胃内容 )の 保存、が前準備作

業として欠かせないため、各都府県による調査で有害鳥獣駆除による捕獲個体について分

析 したものが多い。試料採集 ・保存 ・分析方法 としては、
一般に次のような手順で行われ

る。

表Ⅲ -7 ツ キノワグマの捕獲個体 胃内容分析の事例

報 告 (年) 調査地 調査月 分析数 分析方法

水野・野崎 ( 1 9 8 5 )

岩手県 ( 1 9 9 1 )

秋 田県 ( 1 9 8 3 )

環境庁 ( 1 9 8 4 )

長野県 ( 1 9 9 4 )

石川県白山

岩手県

秋田県

秋田県 ・宮城県

長野県

月

月

月

４

　

３

　

４

1 2月

11月

9月

10月

3 8個

5 0 f E l

1 7 4個

7 1個

出現頻度 ・乾燥重量

出現頻度

出現頻度 ・出現種数

食物 リス ト整理

出現頻度4月

①試料の採集

調査者が自ら捕殺現地に立会う、あるいは捕殺価体をさまざまな試料の採集が可能

なところまで運搬 してもらい、他の試料といっしょに胃内容を採取することが望まし

いが、多数個体についてこのような扱いは実際には困難なため、捕獲者― (市町村/

都府県の出先機関)一 分析機関、の流れで試料を採集することが実際的である。

②試料の保存

70%の アルコール (胃内容は多量の水分を含くみ、その水分でアルコール濃度が低

下する場合が多いので、保存用アルコールの注入の際には少 し濃いめにしてよい)を

用い 50 0 c c程度の容器に入れて保存する。 しかし、捕獲者に胃を切開 し、内容物のう

ち 500 c c程度だけ取り出してもらうことは作業手順から実際的ではないため、胃全部

を内容ごと採取 ・保存 してもよい。胃内容が充満している場合は、胃容量が多くなる

ため、全胃採集の場合はアルコール保存は適当でなく冷凍保存が適 している。胃内容

の一部採取の場合で空胃の時は、そのことを記録する。

③分析作業

胃内容物をシャーレ、バットにあけ、エサ動植物のより分けを行う

④内容物の同定 ・容量比記録

植物片、種子、毛、昆虫部分などから、より分けた動植物の同定を行い、出現数と、



容量記録 (目視)を 行う (必要に応 じて同定参照用の試料を用意 しておく〉。

⑤乾燥重量の測定

熱乾燥処理を行い、より分けた各項目の乾燥重量を測定する (フン分析と同様)

⑥データの整理

エサ動植物の出現種、出現頻度、乾燥重量、胃 1個 当りの平均出現種数などの記録

を整理する。

胃内容分析の手順も基本的には、フン分析と同様である。ただし、目内容分析ではヽ胃

の中に内容物がほとんど存在 しない空胃の場合が通常10%か ら20 %程 度あり、採集数に対

して実際に分析できる試料数は少なくなる。胃内容分析はフン分析に比べ、7肖化段階の進

んでないため、1)採食物の同定が容易で確実なこと、2)実際の採食容量に近い容量比が求

められること、などの利点がある。一方、目内容分析は、1)捕殺個体からの試料収集に限

られること、2)このため非狩猟期の捕獲個体 (有害鳥獣駆除個体)で は農作物の加害個体

など特定集団に偏る試料採集となること、3)保存用容器の準備あるいは冷凍保存など試料

分析まで手間がかかること、などが欠点として挙げられる。 しかし、食性の確実な把握の

ため、今後は年齢査定や繁殖歴の検査など捕獲個体の分析の
一項目として胃内容分析を取

り入れていく必要がある。

3 )採 食量

山本 (1 9 7 4 )は 、 日本各地の動物園での給餌記録か らツキノワグマ 1日 の代謝量を少な

くとも 4, 0 0 0 k c a lと、
一方捕獲された個体の目内容物の保有カロリ‐量 と消化吸収率か ら

飽食時のカロリーを 1, 0 0 0 k c a lと推定 し、 1日 4回 飽食すると推定 している。秋田県 (1 9

8 2 )の 報告では、胃内容物の湿重量を測定 し、飽食の場合で2, 0 0 0 g程度ただ し果樹園など

では一度に6, 0 0 0 g程度採食すると推定 している。

( 3 )食 性分析結果

上記のフン分析および胃内容分析で取り上げた事例から、各地のツキノワグマの食性分

析結果として次のように整理される。

1)各 地の状況

①青森県 (19 9 0 )による胃内容分析

青森県岩木山麓で捕獲 (19 8 8年9月)さ れた 1頭分の胃内容分析だけだが、乾重量比



「
~

でウワ ミズザ クラが47 %、 オニグル ミが 17 %と 、この 2種 が重量比で大部分を占めてい

る。

②岩手県 (1 9 9 1 )に よる胃内容分析結果

19 8 8年、 19 8 9年に有害鳥獣駆除により捕獲された50個体の胃内容分析か ら、出現頻度

として表 Ш -8の ようなまとめを示 している。有害鳥獣駆除による捕獲個体を反映 して、

これまで述べた野外採集のフン分析などに比べ、農作物出現率が高い。下の表では液果

の中に含めた出現頻度の中には、 リンゴ (計10例)、 ナシ (計5例)、 プラム (計1例)

な ど果樹出現 も含まれていて、それ らを農作物の中に含めると農作物の出現頻度はさら

に高 くなる。農作物などの出現頻度が高いため、他の地域で出現の多い堅果の出現が少

ない。

表田 -8岩 手県におけるツキノワグマの胃内容物の季節的変化 (主要出現種 :出現 %)

種  類 春 ( 4・5月) 夏 (6,7,8月 ) 秋 (9,10 , 1 1月) 合 計

双子葉類

グラ ミノイ ド

茎  部

液   果

堅  果

農作物 (種子)

動物質

分析数

5 5 . 8

1 1 . 1

2 2 . 2

2 2 . 2

3 3 . 3

0 . 0

3 3 . 3

9

4 2 . 9

2 8 . 5

2 8 . 5

5 7 . 1

0 . 0

5 7 . 1

4 2 . 9

7

3 8 . 2

2 6 . 5

5 . 9

4 7 . 1

8 . 8

64,7

29.4

34

０

　
０

　
０

　
０

　
０

　
０

　
０

２

　
４

　

８

４

　
２

２

　
２

　
０

４

　
２

　

　

　

４

　
１

５

　
３

　
５

(主要出現種 ;出現 % ) (岩 手県、1 9 9 1 )

③秋田県 ( 1 9 8 2 )による目内容分析結果

昭和5 5年 ( 1 9 8 0年)、 昭和5 6年 ( 1 9 8 1年)に 有害鳥獣駆除 (本の予防捕獲を含む)で

捕獲 された1 1 7 1団体の目内容分析による、エサ内容の出現頻度を表皿
- 9に 示 した。秋田

県の場合、有害鳥獣駆除捕獲の大部分が春、 4・ 5月 に行われるため試料 もこの時期に

集中 し、秋の試料数は 2年 あわせて 1個 体と少ない。このため、他の地域では秋に多 く

出現する ミズナラなど堅果類の出現率が全体で3 . 4 %と低い割合にとどまっている
一方、

ブナ (冬芽 ・葉 )の 出現率 と、表では草本としてまとめたが、 ミズバ ショウの葉、キク

科の葉 ・茎、セ リ科の葉 。茎などの出現 も多い。また、カモシカ 。ネズ ミ類など哺乳類

の出現数が多いことが注 目される。



④ 日光での調査 (フン分析結果) (羽 澄 ら、1 9 8 5 )

日光地域におけるツキノワグマのフン分析の結果として、春 ( 4、 5月 )、 夏 ( 6、

7、 8月 )、 秋 ( 9、 1 0、 1 1月 )の 3季 別と合計で、出現頻度の高い項 目として次

の種類をあげている ( p . 6 1、表 1よ り作成 ;季節別の出現頻度が3 0 %以上あるいは年間

合計の出現頻度が1 0 %以上の種類だけを示 した)。 全体として ミズナラの重要性が高い

が、ウワミズザクラなど春はブナの芽やキク科 。その他草本類、夏は草本類の他、アリ

・クワガタなど昆虫類とミヤマザクラの校果、そして秋は種子類の比率が高い く表I E一

1 0 ) 。

表 III-9秋 田県におけるツキノワグマの目内容物の季節的変化

種  類 春 (4,5月 ) 夏 (6,7,8月 ) 秋 ( 9 , 1 0 , 1 1 月)合 計

ブナ (冬芽・葉 )

草本類

堅果 (ミズナラ)

果実 (リンゴサン)

カモシカ・ネズ ミ類

昆虫 (ハチ・ア リ)

分析数

6 7 . 9

4 2 . 5

2 . 8

0 . 0

1 0 . 4

0 . 9

1 0 6

1 0 , 0

2 0 . 0

0 , 0

7 0 . 0
0 . 0

5 0 , 0

10

0 . 0

0 . 0

1 0 0 . 0

0 . 0

0 , 0

0 . 0

1

62.4

40.2

3 . 4

6 . 0

9 . 4

5 。1

1 1 7

(主要出現種 ;出現%) (秋 田、19 8 3 )

表皿-1 0  日 光地域におけるツキノワグマのフン内容物の季節的変化

種  類 春 (4 , 5月 ) 夏 (6,7,8月 ) 秋 (9,10 , 1 1月) 合 計

ミズナラ (実 )

ブナ (実 )

(芽 )
ミヤマザ クラ

樹 皮
ミヤコザサ

キク科

その他草本
ニホンジカ

ア リ科

クヮガタムシ科

分析数

13.0

0 . 0

7 3 . 9

0 . 0

0 . 0

6 0 . 9

6 5。2

6 9 . 6

4 . 3

3 0 . 4

0 , 0

2 3

0 . 0

0 , 0

0 。0
3 0 , 0

3 0 . 0

2 0 . 0

3 0 . 0

3 0 , 0

0 , 0

4 0 . 0

2 0 . 0

10

9 3 . 7

6 . 3

0 . 0

0 . 0

9 , 0

1 8 . 9

0 . 9

9 . 9
1 0 . 4

2 . 7

0 。9

1 1 1

7 4 . 3

4 . 9

1 1 . 8

2 . 0

9 . 0

2 5 , 7

1 3 . 2

2 0 . 8

1 1 . 1

9 . 7

2 . 0

1 4 4

(主要出現種 ;出 現 %)(羽 澄 ら、1985)



③長野県中央部での調査 (フ ン分析結果 )(高 田、1979)

分析結果を季節別を表回
-11に まとめた。ツキノワグマは雑食性だが植物質のエサ

に強 く依存 している。 6-7月 はア リ (アカヤマア リ)の 成虫とハチ類など動物性食物

が増える。植物性食物では、アケ ビ類、タラノキなどの液果 ・核果類が 8月 か ら 10月

中旬まで重要な地位を しめる。 9月 下旬か ら 12月 初旬までは ミズナラを中心 とす る堅

果類が最 も重要な食物 となる。 ミズナラ結実の年変動は、堅果類 ・ミズナラ利用の年差

をもたらす。

表Ilr-11長 野県におけるツキノワグマのフン内容物の季節的変化

種  類 夏 (6,7,8月 ) 秋 (9,10,11月) 合 計

哺乳類

昆虫

動物皮

液果 。核果

堅果

その他植物質

分析数

20.8

83 . 3

2 9 . 2

2 0 . 8

0 。0

2 9 . 2

24

5 . 4

5 1 . 4

0 。9

5 5 . 0

7 7 . 5

2 0 。7

1 1 1

8 . 1

5 7 . 0

5 . 9

4 8 . 9

6 3 . 7

2 2 . 2

1 3 5

(主要出現項目 ;出現% ) (高 田、1 9 7 9 )

⑥長野県捕獲個体の胃内容分析 (長野県、1 9 9 4 )

長野県内において有害駆除で1 9 9 2年と9 3年の 2年 間に捕獲されたツキノワグマの胃内

容分析による食性分析結果を表亜- 1 2に 示 した。分析試料総数は9 3個体分であったが、

そのうち空目のものが2 2個体分 ( 2 4 % )あ ったため、実際の分析試料数は7 1個体であっ

た (このうち 7個体分は捕獲時期不明)。 全体的な傾向は高田 ( 1 9 7 9 )によるフン分析

と同様の季節的変化を示しているが、有害駆除個体の胃内容構成では、秋の堅果類出現

が少なく穀類、果樹が相当出現 していること、菌類 (キノコ類)が 秋に多く出現 したこ

と、動物質のエサとして魚 (養殖魚 ? )が 出現 したことなどが特徴として挙げられる。

④鳥居 ( 1 9 8 5 )による静岡県北部 (大井川上流部)で の調査 (フン分析)

静岡県北部、大井川上流部で1 9 7 9年～1 9 8 4年に採集 した4 6個のフン分析結果を表 I l l一

1 3に 示 した。全体として堅果の出現が多いが、日光地域などに比べ、液果、昆虫類、

落葉広葉樹 (葉)な どの出現も多 く、出現種は分散 している。



表Ш -12 長 野県におけるツキノワグマの目内容物の季節的変化

類種 春 (4, 5月 ) 夏 (6,7,8月 ) 秋 (9～ 12月 ) 合 計

広葉樹葉部

草本類

堅果 (ミス
｀
ナラ、オニタ
｀
ルミ)

校果 (サルル、エヒ
｀
ツ
｀
ル)

菌類 (キノコ)

果実 (リンコ
S・
デドウ)

穀類 (トウモロ]シ)

哺乳類毛

昆虫 (ハチ・ア リ)

魚 (養殖魚 )

分析数

1 0 0 . 0

0 . 0

2 0 . 0

0 . 0

0 . 0

0 . 0

0 . 0

2 0 . 0

0 . 0

0 . 0

5

1 8 . 2

6 3 . 6

9 。1

0 . 0

1 8 , 2

0 . 0

2 7 . 3

0 . 0

7 2 . 7

0 . 0

11

1 0 . 4

2 0 . 8

2 7 . 1

6 . 3

2 7 . 1

6 . 3

1 4 . 6

0 . 0

0 . 0

4 . 2

48

15.5

28.2

2 2 . 5

2 . 8

2 1 . 1

5 . 6

2 1 . 1

1 . 4

38,0

2 . 8

71

(主要出現種 ;出現% ) (長 野県、印刷中)

表I I l - 1 3静 岡県北部におけるツキノワグマのフン内容物の季節的変化

夏 (6,7,8月 ) 秋 ( 9 , 1 0 , 1 1 月) 合 計類種

イネ科

落葉広葉樹

草本

イチゴ類

液果 。核果

堅果

ア リ類
ハチ類

鞘翅類

６

　
１

６

　
６

　
５

４

３

６

２

２

　

　

　

　

　

　

４

６

　

　

　

　

　

　

１

１

６

３

５

３

８

４

１

６

３

４

２

１

２

　

　

　

５

３

４

13

28

11

9

89

48

17

13

22

(主要出現種 ;出現 % ) (鳥 居、1 9 8 5 )

③水野 ・野崎 ( 1 9 8 5 )による石川県白山での調査 (フン分析 と胃内容分析 )

石川県白山地域では次のような食性の季節的変化がみ られた。

4月 - 5月 :ブナ、 ミズナラ、コナラ類の落果採食、ブナの花 (開花 に依存 して移動 )

、高茎草原の若草 (ミヤマシシウ ド、ハクサ ンアザ ミ)

6月- 8月 :高茎植物 (ミヤマシシウ ド)、 チチマザサ (タケノコ)、 ザゼ ンソウ、



「
~

キイチゴ類、ア リ (動物質 )

9月 12月 :ミ ズキ、クル ミ (9月 )、 ブナ、 ミズナラ

秋のプナ科 3種 (プナ、 ミズナラ、コナラ)の 結実量の年変動は、ツキノワグマの行

動 と秋の食性に影響を与えている。ブナでは凶作年 と豊作年は重量比で 100倍以上の差

がある。凶作年を 1と した豊作年の結実指数は粒数でコナラでは20.3、ミズナラで7.9の

差 (1981- 8 4年 の 4年 間)が あった。

③ツキノワグマ研究会 (1976)に よる岐阜県でのフン内容分析

1973年、 1974年に岐阜県北部で採集されたツキノワグマのフン内容物分析では、出現

頻度、乾燥重量 とも ドング リ類が大部分を しめ、次いでブナの芽 ,実 、液果類が多い。

(4)重 要食物 と食性分析の課題

1)キ ーとなる食物

上記の東 日本各地におけるフン分析あるいは胃内容分析か ら明 らかにされたツキノワグ

マの食性か ら、採食量 (出現数 )が 多くキーとなっていると考えられる主要なエサを項 目

別に整理す ると次のようになる。

○哺乳類

○毘虫 :

○広葉樹

○草本類

カモシカ (秋田、1 9 8 3 )、ニホンジカ (日光 )

ア リ類 (各地 ) (ア カヤマア リ ;長野 )、 ハチ類 (各地)、 甲虫類 (日光 )

新芽 ;  ブ ナ (新芽 。花 ) (秋 田、日光 )

核果 ・液果 ;  ウ ワ ミズザクラ (青森)、 ミヤマザクラ

(白山)、 タラノキ (長野)、 アケ ビ類

堅果 :  ミ ズナラ (青森、秋田、 日光、長野、石川 )、

クル ミ (白出)

ハクサ ンアザ ミ (白山)、 ミヤマシシウ ド (白山)、

(各地 )、 ミズバ ショウ ・ザゼ ンソウ (秋田、白山)、

タラノキ (長野 )、 チシマザサ (タケノコ) (白 山)

トウモロヨシ (岩手、長野 )、 リンゴ (岩手、秋田)

(日光 )、 ミズキ

(長野 )

ブナ (白山、岐阜 )

その他キク科植物

キイチゴ類 (各地 )、

、 ミヤコザサ (日光)

、ナシ (岩手 )、○農作物

プラム (着手 )、 ブ ドウ (長野 )

以上の結果か らツキ ノワグマは植物質のエサ、特に広葉樹の堅果類 ・液果類、セ リ科や

キク科の植物を中心に、昆虫 (夏に多い)や 哺乳類 (春に多い)も 採食 し、また トウモロ

コシや果樹を加害 していることがわかる。



2 )フ ン分析 と胃内容分析の課題

ツキノワグマの食性分析の方法としては、フン分析 と胃内容分析が通常行なわれる。 し

か し、表 E I - 6、 表 I I I - 7と各地の食性分析結果か ら、それぞれの方法は次のような特徴

を持つ ことがわかる。

分析方法 試料の収集方法 分析結果の特徴 (これまでの事例)

フン分析 :  野 外収集

胃内容分析 : 多 くは有害駆除個体

由来

農作物はほとんど出現せず、秋は堅果類の

出現が多い

晩夏一秋の捕獲 (有害駆除)個 体の胃内容

分析では果樹、農作物出現が多い。

(岩手、1 9 9 1 ;長野、1 9 9 4など)

現
　

期

これから、ツキノワグマの自由生活野外個体の食性を分析するにはフン分析が、里山出

農作物加害l l l体の採食実態などを把握するには胃内容分析が有効であり、両者を同時

同一地域で比較調査 し全体の食性を明らかにすることが重要である。

引 用 資 料

秋田県 ( 1 9 8 3 )秋 田のツキノワグマーツキノワグマ総合調査報告書.  秋 田県林務部.

青森県 ( 1 9 9 0 )  ツ キノワグマ生息状況調査報告書.

Hanai, H。  (1980)  Population characteristics of the Japanese black bear in

Hakusarl national park, Japan.  Bears ―Their Biology and Management, 7th

international Conferencc on Bear Research and Managementi63-66.

羽澄俊裕 ・関良彦 ・細川智雄 ( 1 9 8 5 )  日 光におけるツキノワグマの食性。 森 林環境の

変化 と大型野生動物の生息動態に関する基礎的研究.  環 境庁 : 5 9 - 6 3 .

北海道 ( 1 9 9 2 )  野 生動物分布等実態調査報告書 ―ヒグマ及びエゾンカの生物学的調査
―.

北海道保健環境部 自然保護課,

岩手県 ( 1 9 9 1 )ニ ホ ンツキノワグマ生息実態調査報告書.  岩 手県環境保健部.

環境庁 ( 1 9 7 9 )第 2回 自然環境保全基礎調査動物分布調査報告書 (哺乳類 ) (全 国版 )。

環境庁 ( 1 9 8 4 )  鳥 獣害性対策調査報告書 (昭和5 8年度 ) .

Kanzaki, N.  (1990)  Sexual dimorphism of Japanese wild boars in Chugoku

-62-



Mountains.  J. Mamm. Soc. 」apan 1482)i97-103.

宮尾  巌 雄 (編) ( 1 9 8 9 )  ツ キノワグマ、追われる森の住人. 信 濃毎 日新聞社.

Mano, T.  (1986)  PopulatiOn characteristics of brown bear on Oshima peninsula,

Hokkaido.   Bears ―Their Blology and Management, Seventh lnternational

Conference on Bear Research and Managementi69-73.

丸 山直樹 。高野慶
一 ( 1 9 8 5 )ニ ホ ンジカ個体群への1 9 8 4年豪雪の影響.  森 林環境の変

化 と大型野生動物の生息動態に関する基礎的研究 ; 2 4 8 2 5 3、環境庁 自然保護局.

‖土ura, S. and 【. Tokida  (1988)  Demographic parameters of 」apanese serOw

p o p u l a t i o n  i n  J a p a n .カモシカの生態と保護に関する基礎的研究 ; 1 1 3 - 1 1 8、昭和6 2年

度科学研究費補助金特定研究 ( I )研 究成果報告書.

水野昭憲 。野崎英吉 ( 1 9 8 5 )  白 山山系のツキノワグマの食性.  森 林環境の変化 と大型

野生動物の生息動態に関する基礎的研究.  環 境庁 : 3 8 - 4 3 ,

森下正明 ・水野昭憲 ( 1 9 7 0 )ニ ホ ンツキノワグマの習性 と佃体数推定.  白 山の 自然

(白山学術調査団偏 )、 石川県 : 3 2 2 3 2 9 .

長野県 ( 1 9 7 8 )第 2回 自然環境保全基礎調査、動物分布調査 (嚇乳類 ) .

長野県 ( 1 9 0 4 )野 生獣類生息状況調査報告書 (ツキノワグマ生息状況調査 ) .  長 野県

林務部.

日本野生生物研究センター ( 1 9 8 9 )

編 )。 環境庁委託調査報告書.

第 3回 自然環境保全基礎調査総合解析報告書 (解析

日本野生生物研究セ ンター ( 1 9 9 0 )人 間活動 との共存を目指 した野生鳥獣の保護管理に

関する研究、 Ⅱ.絶 滅の恐れのある大型野生鳥獣の地域個体群の保護手法.環 境庁委託

調査報告書.

日本野生生物研究セ ンター ( 1 9 9 1 )  日 本の絶滅のおそれのある野生生物 (レ ッ ドデータ

ブ ック) (環 境庁編 )Ⅲ

日本野生生物研究セ ンター ( 1 9 9 2 )鳥 獣管理のための生息状況等把握手法及び情報管理

手法の確立業務報告書 ―鳥獣生息状況等調査方法の検討 ―.環 境庁委託調査報告書.

新潟県 ( 1 9 8 7 )  ク マ生態調査報告書,新 潟県野生動物生態研究会.

野崎英吉 ( 1 9 8 5 )  ツ キノワグマの令査定法と成長.  森 林環境の変化 と大型野生動物の

生息動態に関する基礎的研究.  環 境庁 : 4 4 4 7 .

大分県 ( 1 9 8 8 )大 分県祖母 ・傾山系で捕獲されたツキノワグマについての緊急調査報告

書.大 分県緑化推進課,

桜井道夫 ・水野昭憲 ・花井正光 ( 1 9 7 3 ) 白ニホンツキノワグマの年齢査定 (予報 )



山調査研究委員会1 9 7 2年報告.  石 川県: 4 3 4 8 ,

自然環境研究センター ( 1 9 9 3 )平 成 4年 度クマ類の生息実態緊急調査 (環境庁委託調査)

高田靖司 ( 1 9 7 9 )長 野県中央山地におけるニホンツキノワグマの食性.  哺 乳動物学雑

課蛍、 8:40-53.

Takatsukis S.・ S. Miura, K. Suzuki, and K. Ito―Sakamoto  (1991) Age

Structure in mass mortality in the sika deer (Cervus nippon)population

on Kinkazan lslan, Northern Japan.  J. Mammo Soc, Japan 15(2):91-98.

高槻成樹 ( 1 9 9 2 )五 葉 山の シカ基礎調査報告 m .大 船波市農林課 ; 1 - 6 8 .

Tokida, 【. and S, Miura  (1988)  Mortality and life table of a Japanese serow

( C a p r i c o r n i s  c r i s p u s ) p o p u l a t i o n  i n  l w a t e  p r e f e c t u r e , J a p a n .カモ シカの生態と

保護に関する基礎的研究 ; 1 2 1 - 1 3 5、昭和6 2年度科学研究費補助金特定研究 ( I )研 究成

果報告書.

鳥居春巳 ( 1 9 8 5 )大 井川流域におけるツキノワグマの食性.  森 林環境の変化 と大型野

生動物の生息動態に関する基礎的研究.  環 境庁 : 8 5 8 8 .

鳥居春巳 ( 1 9 8 9 )静 岡県の哺乳類.第 一法規.

鳥居春巳 ・池田晴美 ・水野昭憲 ( 1 9 8 5 )  ツ キノワグヤのオスの繁殖に関する研究.  森

林環境の変化 と大型野生動物の生息動態に関する基礎的研究 i l 1 5 - 1 1 8、環境庁 自然保護

局.

富山県 ( 1 9 9 0〉 ク マ生息数調査報告書.

ツキノワグマ研究会 ( 1 9 7 6 )岐 阜県におけるツキノワグマの生息調査報告 ( 1 9 7 3 - 1 9 7 5 )

岐阜県,

渡辺弘之 ( 1 9 7 4 )  ツ キノワグマの話,日 本放送出版協会.

甲illey, C. H。  (1980)   Interpretation of black bear age datat   proceedings of

the fifth eastern workshop on black bear management and research;167-179.

山本教子 (1 9 7 4 )ニ ホンツキノワグマの採食カロリー. 日 本生態学会誌、24 : 3 0 3 4 .

米国政明 。藤岡浩 (1 9 9 0 )秋 田県のツキノワグマの栄養状態の季節的変化 と年齢構成。

人間活動 との共存を 目指 した野生鳥獣の保護管理に関する研究―ヒグマ ・ツキノワグマ

に関する研究 一;1 3 3 1 3 0、環境庁 自然保護局.

由井正敏 (1 9 9 1 )東 北地方のツキノワグマ.コ ロキウム日本のクマ
' 9 1、

講演要 旨.



【参考表】  ツ キノワグマ ・ヒグマ捕獲個体の分析 (主な生息都道府県の対応)

全 国

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

捕獲個体分析等

調査
1 )

1 .環境保全研究
2 .タマ類緊急調査

3 .検討会組織

1 .全数回収分析体制
(道―支庁―市町村) ,

1 .生息数等調査

( 1 9 8 2、 1 9 9 0 )

(捕獲個体分析数は

少ない)

1 .生息実態調査

(1 9 8 7 - 8 9玄千)
一胃内容・頭骨回収分

析 (有害駆除個体 )
一年齢構成分析など
か ら繁殖数、年捕

獲率許容率(16%)

な ど試算

1.県調査 (1991～

93)(生 息数300

頭前後推定 )
一捕獲個体分析は組
み込まれてない

1.県調査(1978年～ ;

推定数860～ 2600頭 )
一捕獲個体分析は80

、81、8586年 実施

1977～86年調査

(推定数 1465頭 )
―組織的な捕獲個体

分析な し

(生息数 ・分布調査

1 捕獲記録の地図

1 情報化

1 . 5  k m / 1  k mメッシュ図

(自然環境保全基礎

調査 )

2 . 5 - k mメッシュ生息 ・捕

獲地点情報作成

1 .捕獲地点概要は地

図化 (県内部資料)

1 .市町村単位記録 ・

分析

1.市町村単位記録

1 . 3 - k mメッシュ記録

(秋田県独自企画)

1保 護管理の方向性と

1 課題

1 .被害防止対策
2.西日本禁猟

3.生息安定化事業

1.ユニ ッ ト別捕獲数
設定(4 . 5 %基準 )

2 .人身被害防止

1.記録 ・捕獲個体分析
の組織化

2.奥山放獣 (下北)

1 .総捕獲数提案

(生息数の 16 %以 下 )
2 .人工林の混交林化的
の広葉樹混交

3.提案
1)越冬穴猟禁止
2)捕獲禁止区域設

3)猟法制限(イヌ禁止)

1 .記録、捕獲個体分析

、奥山放獣などの組

織的実施

1 .人身被害防除 (予防
捕獲 )
2 .生息数調査結果の評

価 と総捕獲数管理

1 . 8 7年以後調査な し

(最新の調査資料必要 )

実施体制

関連組織

(委託)

道環境研

委託

森林総研

東北支所
と連携
"岩
手大

学クマ研究

会
"

委託
"タ
マ棲処

を守会
"

県 一猟友
△
=

県一猟友

|)(猟 友会委託 )

1 .地区別生息状況

(全県を 10地区区分
して生息数調査)

(情報な し) 捕獲数の多い県であり

|         1生
息状況分析必要

  |



参考表 (続き)

都道府県

捕獲個体分析等

調査
1 )

捕獲記録の地図

情報化

保護管理の方向性と

課題

1実施体制

1関連組織

新潟県

富山県

石川県

福井県

栃木県

埼玉県

東京都

神奈川県

山梨県

長野県

静岡県

岐阜県

1.県 調査1984～ 86年

(推 定数608頭 )
一捕獲個体分析実施

1.県 調査 1989・90年

1.1970年 代捕獲個体

回収(白 山NCC)

2.1980～ 84年 環境庁

調査(個体分析)

1.猟 友会分析事例県

(1990-91年 )

1.日 光、足尾地域で

調査

1992年 ～

87年 、91～ 93年

1988年 ～

(情報な し)

1.県調査(92-94年)
一捕獲個体分析

1.環境庁調査で捕獲

個体等分析

( 1 9 8 0 - 8 4至干)

1 .クマ研究会調査

(1 9 7 3 - 7 5 4千)

2 .岐阜大調査 ( 9 1～)

1 .全県 1 8 4区画調査

(地図記録情報な し)

1 .地図記録状況不明

(出没地ガロフト)

1 . l  k mんシュ記録

(情報な し)

1 .地図記録状況不明

(特定地域を除 く)

1 .地図記録状況不明

(特定地域を除 く)

1 .記録状況不明

1.記録状況不明

く狩猟捕獲個体 )

(情報な し)

1.5 k mメッシュ捕獲地点

記録

1.記録状況不明

(鳥居、1985は一部地

域 1-kmメッシュ分析)

1.地図記録状況不明

(特定地域を除く)

1.87年以後調査な し

1 .捕獲数報告不正確 ?

1.現況維持

1 .近畿北部地域の保護

管理強化

1.捕殺削減

2.養蜂被害防止

1.大量捕獲 (堅果類不

作時)

1 .小さな個体群の維持

1 .小さな価体群の保全

2 .猟場の扱い

1.果樹被害 (下伊那 )

2 .捕獲総数制限

(1 5 0頭以下/年一提案 )

1 .樹皮はぎ害

2.大井川上流部個体群

維持

1.有害駆除

県 一猟友
△
=

委託

白山NCC

(自然保

記窪センター)

県博

東大秩父

演習林

委託

委託

委託

県林試

"岐
阜大

クマ研
"



参考表 (続 き)

都道府県 |

捕獲個体分析等

調査
1 )

捕獲記録の地図

情報化

保護管理の方向性と

課題

実施体制

関連組織

滋賀県

京都府

二重県

奈良県

和歌山県

兵庫県

鳥取県

島根県

広島県

山口県

徳島県

高知県

大分県

宮崎県

(情報な し)

1.被害調査 (84年)

1.県まとめ (89年 )

(推定生息数

30～ 58頭 )

1.県林試調査

2.捕獲個体
一部回収

1.地元研究者記録

1.県調査 (93・94年 )

1.県調査(93・94年 )

1 .県調査( 9 1年)

(推定数 1 1 3頭)

2 .放獣試み( 9 4年)

1 6県調査( 8 5、8 9 (提

言 ) 9 0 - 9 2、9 3年)

(推定 1 2 0頭)

1 .県調査 ( 8 9年)

(推定 1 1～1 4頭)

1 .県調査( 8 2 - 8 4年、

9 3年～)

(環境庁調査のみ)

1 . 1 9 8 7、8 8年緊急調

査 (県、環境庁 )

アンダーラインは本文中でとりあげた事例を示す

九大 |

1.記録状況不明

1.記録状況不明

1.1-kmメッシュ捕劉 点

図(197185年 )

1.5 kmメッシュ捕獲地点

図

1.個別地点図 (個人

情報集約 )

1.調査捕獲地点概要

地図化 (県 )

1.調査捕獲地点概要

地図化 (県 )

1.l km/5 km生 息状

況図(環境庁、90)

2.市町村別記録(県)

1.l kmメッシュ出没、捕

獲地地図 ・メッシェコー

ド表 (県 )

1 .市町村別記録

1 .捕獲地記録(聞取

り調査 )

1 . 1 9 8 6年捕獲地記録

1 .自然環境保全基礎

調査体制

1.樹皮はぎ対応

1.樹皮はぎ対応

1.個体群維持

2.樹皮はぎ害対応

1.個体群衰退

2.樹皮はぎ対応

1,狩猟禁止

1.果樹被害

2.東中国個体群維持

1.果樹被害

2.束中国個体群維持

1.養蜂 ・果樹被害対策

2.奥山放獣体制

1.放獣 コンセンサス

2.被害防止策

3. 3県 連携実施

4。実施体制

1.被害対策

1.小さな個体群の維持

1.小さな個体群の維持

1 . 生息 ?

県研究会

県林試

委託

委託

委託

委託

委託

委託



IV.堅 果類の結実調査と年変動

1.堅 果類の結実記録と種子生産調査方法

(1)は じめに

ツキノワグマの主な生息地は温帯広葉樹林と暖帯常緑樹林上部であり、これら地域の森

林は、ブナや ミズナラなどで構成しているプナ帯およびシイ ・カシ類などで構成している

カシ帯である。このような夏緑樹林を中心とした山地帯の自然植生がツキノワグマにとっ

て非常に重要であることが多くの研究によって解明されている (水野 ・野崎、1985;羽澄

・丸山、1985)。また、秋季のツキノワグマの植物性食物として、堅果類および漿果類が

主要な位置を占めることが報告されている (山本、1973;高田、1979;水野 ・野崎、1985

;羽澄 ・丸山、1985)。特に、冬眠前の秋の栄養状態により、その年の繁殖成績に大きな

影響を与えることがアメリカクロクマで報告されている (Rogers,1976)。この様に、秋季

のブナ ・ミズナラ ・コナラの種子結実量の変動がツキノワグマの行動 ・繁殖などにす くな

からず影響を与えていると思われる。そこで、既存の資料よリブナや ミズナラおよびコナ

ラの結実量、結実周期等を検討するとともに、ツキノワグマのエサとしての堅果類の種子

生産量の測定方法について試案を示した。

(2)堅 果類の結実記録

1)ブ ナ (Fあg″s crc″αtt BLUME)

日本におけるブナ林の分布域は、北海道南西部太平洋似Jの長万部から日本海側の寿都を

結ぶ、北緯42°40′に当たる黒松内の平地を北限とし、鹿児島県大隅半島の北緯30°31′

に当たる高隅山の標高約1,000mを南限とする範囲である (渡辺、1938)。ブナについての

各種研究は、主に木材生産のための人工造林および天然下種更新の立場からの結実年齢、

結実周期、結実量、種子散布などが調査されている。このような事実を前提にして、ブナ

の結実周期を既存の報告から検討した。

① 結実周期

わが国における結実周期に関する調査研究は、渡辺(1938)による青森 ・秋田両営林局管

内における1915年から約20年間の長期にわたる調査研究がもっとも古く、東北地方のブナ



種子の豊作は 7年 間隔 (1918年、 1925年、1932年)が あったと報告 している (表IV-1)。

その後、樫村(1952, 1 9 5 3 )による青森 ・秋田営林局管内各営林署での26年間および 7年 間の

調査では、大豊作が 4～ 6年 の周期で起き、その間隔年ごとに豊作または並作が現れると

報告 している (表Ⅳ
-2)。 菊池(1968)は、旧東京営林局管内でブナの結実について、結

実度の観察,母 樹の形質,樹 冠拡張,径 級,樹 冠疎開との関係などを明らかにした。その

結果、地域的に差があるが、豊作年はおおよそ 4～ 6年 の周期をもち、普通は 5年 ごとに

現れると報告 している (表rv-3)。

表rv-1 青 森 ・秋田営林局管内のブナの結実状況 (1915-1984年)

営 林  局 1915 1 9 1 6  1 9 1 7 1919  1920  1921  1922  1923 1924

青森営林局管内

秋田営林局管内

営 林  局 1925  1926  1927  1928  1929  1930  1931  1932  1933 1934

青森営林局管内

秋田営林局管内

表rv-2 青 森営林局管内のブナの結実状況 (1926-1951年)

営林署 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
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[前日(1988)より引用 ]

*;不 明 [前田(1988)より引用]



表IV-3 秋 田営林局管内のブナの結実状況 (19451951年 )

営 林  署 1945 1946 1947   1948   1949   1950   1951

―         十

十          十

十十     1 +

十

承

十十

1 +

十十

[ 前田( 1 9 8 8 ) より引用]

前田 。宮川(1 9 7 1 )は、福島県と群馬県および新潟県においての調査で、 6～ 8年 周期で

あると報告 している。また近年の前田ら(1 9 8 5 )と前田(1 9 8 8 )がまとめた報告をみると、豊

作年は69年間に13回、平均 して5, 3年に 1回 の割合で現れている。その出現間隔は 3年 が 2

回、 4年 が 1回 、 5年 が 3回 、 6年 が 2回 、 7年 が 3回 、 8年 が 1回 とかなり幅がある

(表rv - 4 )。 それに対 して並作年は、豊作年の間に隔年に出現するのが普通である。 し

たがって、ブナの結実は、隔年に並作か豊作年を迎え、その間がほとんど結実をみない凶

作年であると報告 している。

表Ⅳ -4 観 察されたブナ種子の豊作年 (○)

輪
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瀬
琴
内
島
日
庄
川
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室
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＊
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＊
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十

者
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調
調

18  25  30  32  35  36  40  46 152  58  59  65  73  76 '81  84

Ｏ
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Ｏ
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Ｏ
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○
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＞
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○ 〇  〇

〇

〇   〇

〇 〇

○   ○

○ ○ ○

○

○ ○ O  ① O

[前田(1 9 8 8 )より引用 ]

橋詰 ・山本(1 9 7 4 a , b )・橋詰 ら(1 9 8 4 )による中国地方の調査によると、19 7 3年, 1 9 7 8年お

よび19 8 2年は豊作年、19 7 9年は凶作年であったと報告されている。また、近年のブナの結

実について橋詰(1 9 9 1 )は、19 7 9年と19 8 4年は全国的に結実 しているが、19 8 1年には関東～

東北地方が豊作で、西日本は凶作であった。また、19 8 2年は九州 ・中国 ・北陸の各地方は



豊作であるが、東北地方は凶作であったと報告している。これらの結果より、前田(1985,

1988)や橋詰(1991)の報告のようにブナ豊作年は、大多数の個体が
一斉に結実し、林分間で

も地域間でも同調し、全国
一斉に結実する傾向が強いが、地域的に若千ずれることがある。

また、ブナ豊作年は連続する事はなく、豊作年の翌年には凶作になることがほとんどであ

る。

② 結実量

これまでに報告された豊作年におけるブナ林での 1平方メ
ー トル当りの落下種子数は、

橋詰 ・山本(1975)による中国地方蒜山の503個、大山の625個、保坂
・高野(1983)による東

北地方鶴岡の525個、箕口 ・丸山(1984)による山形飯豊山の531個、紙谷(1986)による新潟

の895個。497個、橋詰(1987)による中国地方蒜山の2464田である。また並作年では、樫村ら

(1953)による岩手県黒沢尻での97個が報告されている。これらのことより、豊作年におけ

るブナ種子の落下数は約500個/ぱ 前後と思われる。

2)ミ ズ ナ ラ (9確 rごな  ″ ο7J30r'Cα var.3/岱 SCSケ″ /物 )

ミズナラは、わが国の温帯広葉樹林の主要樹種であって、北海道か ら九州にわたる広域

に天然分布 している。 ミズナラ林は、古くから薪炭材施業のもとで、伐採が行われてきた。

またシイタケ原木材として適切に管理施業されてきた。このような立場か らの研究は多い

が、 ミズナラの結実量、結実周期に関するデ
ータはあまり多 くない。

① 結実周期

わが国では、今回(1972)が北海道十勝支庁において1966～1969年 (ただ し1966年は予備

調査 )に 行った調査によると、1966年と1968年は凶作、1967年が並作、1969年が豊作年で

あったと報告 している。これらの事から、少なくとも4～ 5年 以上に 1回 の周期で豊作年

が繰 り返されると述べている。また、Kanaza w a ( 1 9 8 2 )による栃木県日光周辺の調査におい

て、大真名子山で1972年と1976年は豊作年であったと報告 している (表rv-5)。

横山 ・向井(1985, 1 9 8 8 )は、栃木県中禅寺湖周辺の ミズナラ孤立木 1個 体について1980～

1985年の 6年 間の調査結果から1980年が豊作年で、37,800粒/本 の結実があったが、その

後 5年 間は僅かな結実量を観察 したに過ぎないと報告 している。これ らの観察により、豊

作年は、 7年 あるいはそれ以上に 1回 あると述べている。田中ら(1989)は、新潟県におけ

る調査結果より、1985年が凶作、1986年が並作および1987年は豊作年であり、また、健全

堅果の割合は豊作年で高 く凶作年で低 くなる傾向があると報告 している。 Imada t t  a l .
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表Ⅳ
-5 栃 木県日光周辺の ミズナラの結実状況 (19721976年 )

(1990)は、北海道十勝支庁において、ミズナラ天然林における20年間(19661985)の長期に

わたる調査を行い、1966年～1974年の間では、 2年 間隔で豊作の周期が観察できたが、そ

の後11年間には顕著な豊1対の周期は認められなかったと報告している (表Ⅳ
-6)。 また、

鈴木 。大住(1990)の報告によると東北地方で、1987年にミズナラの大豊作が観察された。

表N… 6 北 海道九大演習林内の ミズナラの結実状況 (19661985年 )

1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

以上の既存資料をまとめると表IV  7の ようになり、わが国の ミズナラの結実の豊凶の

周期は、地域的に起こる現象であって、プナのように豊作年が全国
一斉になる傾向は認め

られない。また、地域によって 2年 間隔、 4年 以上と差があり、特に顕著な周期性は認め

られないの外国のナラ類の結実周期は、SC h W a p p c hによると ドイツの北
～中部地方のナラ類

での20年間(1 8 7 4 1 8 9 3年)の調査では、普通 5～ 6年 の周期を持っていると報告されている。
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[Imada et al,(1990)より改変]
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また、アメリカでBak e rによる19 1 0～19 2 0年の調査結果から高木性のナラ類は2～ 3年 で豊

作がくると述べている(今日、19 7 2 )。

表IV-7 観 察されたミズナラ種子の豊作年 (○ :豊作年)

今   回
(北海道 )
鈴木 ・大住
(東北地方)
田   中
(新潟県)
金   沢
(栃木県)

② 結実量

今日(1972)によると、 ミズナラでは結実の豊凶年によって、林齢と林分の結実量には、

異なった傾向が認められたと報告している。すなわち並 ・豊作年においては、林分結実量

は林齢が高くなるにつれて結実量も増加するが、凶作年においてはこの様な一定の傾向が

認められなかったと報告 している。また、地域や林分によっての違いはあるが、豊作、並

作、凶作年の l m2当りの健全種子落下粒が、 5粒以下が凶作年、 5～ 15粒を並作、15粒以

上を豊作年と提案している(Imada Qt.里1.、1990)。また、栃木県日光の大真名子山におい

て1972年と1976年の豊作年には、それぞれ20.0±7.4粒/ぱ,39.9±8.8粒/m2と報告 してい

る(【anaZawa、 1982)。

3)コ ナラ(Q″crctt s研″ar'THUNB.)

コナラは、古くからシイタケ原木として重要な樹種であり、そのためヨナラ天然林は少

なく、ほとんどがコナラニ次林である。シイタケ原木用のコナラ林は、人工造林または天

然更新の立場から調査されているが、コナラの結実に関する研究は少なく甲斐(1984a、b)

と橋詰(1987)の研究があるのみである。

者
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査
査

調
調

７
１
０
０

０
０
ワ
‘

７
‘

７
‘

○①

○○

横   山
(栃木県)



① 結実用期

甲斐(1984a、b)は、宮崎大学田野演習林において1976～1981年の 6年 間にわたる調査で、

1977年と1980年が豊作年であったと報告している (表IV-8)。 また橋詰(1987)は、鳥取

大学蒜山演習林にあるコナラニ次林において1978～1985年までの 8年 間の調査で、1978年、

1982年、1983年、1985年は豊作年であり、1980年,1981年、1984年は凶作年であったと報告

している (表IV-8)。 これらの結果から結実の豊凶は 1年～ 4年 の間に豊作があり、一

定の周期が認めれなかった。また凶作年は 1年 または 2年連続 したが、長くは続かなかっ

たと報告している。表Ⅳ
-8を みると、ミズナラ同様に結実用期は地域的に起こる現象で

あって、成り年が全国一斉になる傾向は認められない。

② 結実量

橋詰(19 8 7 )によると、コナラの豊作年の種子生産量は、40～60粒/m 2、凶作年は 1粒 /ぱ

前後であり、 1本 当りの種子生産量と胸高直径との間には正の相関関係が認められたと報

告している。

表rv-8 コ ナラ結実状況(19761985年 )

調 査  者
(調査地)

1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985

甲   斐
(宮崎県田野 )
橋   詰
(鳥取県蒜山)

4)堅 果類結実記録のまとめ

樹木の結実量変化は種々の要因によって左右される。その主な内的要因としては、樹木

の遺伝的形質、樹齢、栄養状態など、外的要因としては日射量、温度、水分、林分の空間

的位置PFl係などが考えられている (橋詰 。山本、1974a)。このような事実を前提に して、

プナ、 ミズナラ, コナラの結実周期を既存の報告から検討 した結果、 3樹 種とも結実変動

周期はあるものの一定の決まった隔年月期は認めらなかった。また結実隔年現象は、地域

的変動が大きく局地的に起 こる現象と思われる。ただ し、ブナにかぎっては、豊作年が全

国的に同調する傾向が強いと思われた。
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